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補補正正予予算算  令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

  
補正前の額 補正額 補正後の額 

一 般 会 計 50 億 7158 万 9 千円 △2 億 1082 万 2 千円 48 億 6076 万 7 千円 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 10 億 5062 万 0 千円 3676 万 1 千円 10 億 8738 万 1 千円 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 1 億 5677 万 7 千円 △404 万 5 千円 1 億 5273 万 2 千円 

介 護 保 険 特 別 会 計 15 億 3255 万 5 千円 △89 万 4 千円 15 億 3166 万 1 千円 

鋸南病院事業会計/収益的支出 9686 万 1 千円 1426 万 7 千円 1 億 1112 万 8 千円 

水 道 事業 会計 / 収 益 的 支 出 4 億 7602 万 5 千円 4112 万 9 千円  5 億 1715 万 4 千円 

令令
和和
５５
年年
度度

◆
本
庁
舎
光
熱
水
費
（
電
気
代
）

△
１
１
６
９
万
４
千
円

令
和
５
年
度
の
見
込
み
が
５
３
０
万
円

と
な
っ
た
た
め
、
差
額
に
つ
い
て
減
額
す

る
。

最最
終終
補補
正正
予予
算算  

◆
中
学
校
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
周
辺
機
器
設
定

業
務
委
託

△
５
７
６
万
４
千
円

サ
ポ
ー
ト
の
１
年
延
期
に
よ
る
減

額
。 

◆
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
暖
房
設
備
改

修
工
事

△
１
５
５
８
万
７
千
円

◆
地
域
力
創
造
事
業

△
２
３
５
８
万
３
千
円

受
託
会
社
の
都
合
に
よ
り
業
務
継
続

は
難
し
く
、
令
和
６
年
１
月
を
も
っ
て

事
業
終
了
と
な
っ
た
た
め
、
減
額
。

◆
住
宅
取
得
奨
励
金
事
業

△
５
５
８
０
万
円

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
対
策
事

業

△
１
２
７
５
万
円

問問

消
防
費
の
自
主
防
災
組
織
等
補
助

金
の
２
２
０
万
円
減
額
の
理
由
は
、
補

助
申
請
が
な
か
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、

町
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
。

答答

現
在
14
組
織
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

補
助
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
組
織
の
設

立
時
と
翌
年
度
以
降
の
資
機
材
等
の
購

入
に
係
る
補
助
金
で
す
。
町
と
し
て
も

共
助
と
い
う
部
分
で
は
組
織
拡
大
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

１１４４条条例例改改正正  

ま
た
各
団
体
に
お
い
て
も
、
資
機

材
等
の
購
入
に
つ
い
て
積
極
的
に

補
助
金
を
活
用
い
た
だ
け
る
よ
う

に
今
後
も
会
議
の
折
に
ア
ナ
ウ
ン

ス
を
し
て
い
き
ま
す
。

問問

消
耗
品
、
備
蓄
米
、
水
な
ど
を

備
蓄
で
き
る
よ
う
な
補
助
金
を
考

え
て
も
ら
え
た
ら
、
各
自
主
防
災
組

織
も
自
分
た
ち
で
備
蓄
品
に
つ
い

て
の
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
く
と
思
う
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

に
も
補
助
金
を
使
え
る
よ
う
に
し

て
は
ど
う
か
。

答答

こ
の
補
助
金
に
つ
き
ま
し
て
は

県
、
町
の
補
助
金
交
付
要
綱
に
基
づ

い
て
対
象
経
費
を
決
め
て
お
り
、
消

耗
品
等
は
対
象
外
で
あ
り
ま
す
が
、

町
と
し
て
も
自
主
防
災
組
織
の
活

性
化
を
図
り
た
く
、
今
後
検
討
し
ま

す
。

そ
の
他
の
主
な
改
正
条
例

◆
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
期

末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

◆
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

◆
鋸
南
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

◆
鋸
南
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び

に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の

方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一

部
改
正

◆
鋸
南
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の

人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正

な
ど

質質

疑疑

自主防災組織の備蓄倉庫 

 
 

 

   

◆
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
育
児
休
業
中

の
勤
勉
手
当
の
支
給
を
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）
へ
拡
大
す
る
。 

◆
鋸
南
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例 

 

児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
既
存
の
子
育
て
世
代

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
見
直
し
、
全
て
の
妊
産
婦
・

子
育
て
世
帯
・
子
ど
も
の
包
括
的
な
相
談
支
援
等
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
子
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
を

設
置
す
る
。 

◆
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正 

 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
賦
課
限
度

額
を
２２
万
円
か
ら
２４
万
円
に
２
万
円
引
き
上
げ
。 

   

問問 

今
回
の
条
例
改
正
に
よ
っ
て
、
影
響
を
受
け 

る
被
保
険
者
は
、
ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
か
。 

令
和
６
年
第
３
回
定
例
会
を
、
３
月
５
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
の
11
日
間
の
会
期
で
開
催
し
た
。
条
例
等
の
一
部
改

正
14
件
、
予
算
関
係
で
令
和
５
年
度
補
正
予
算
６
件
、
令
和
６
年
度
当
初
予
算
６
件
の
計
26
議
案
の
審
議
を
行
い
、
原

案
の
通
り
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。
一
般
質
問
は
５
日
に
４
名
、
６
日
に
３
名
、
７
議
員
が
登
壇
し
た
。 

令
和
６
年
度
当
初
予
算
審
査
は
、
予
算
審
査
特
別
委
員
会
に
付
託
し
、
11
日
に
同
委
員
会
の
審
査
を
経
て
、
15
日
最

終
日
に
委
員
長
報
告
を
行
い
、
賛
成
多
数
で
全
て
の
会
計
予
算
案
を
可
決
し
た
。 

６６補補正正予予算算案案をを可可決決  

答答 

令
和
５
年
度
の
賦
課
状
況
で
の
対
象
被

保
険
者
は
１
３
５
９
世
帯
中
、
医
療
費
分
で
４

世
帯
、
後
期
支
援
金
等
分
で
８
世
帯
、
介
護
分

が
２
世
帯
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
保
険
料
の
軽

減
に
係
る
判
定
所
得
を
５
割
、
２
割
軽
減
そ
れ

ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
で
、
軽
減
の
対
象
と
な

る
世
帯
が
増
加
す
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。 

 

◆
鋸
南
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正 

 

３
年
に
一
度
の
介
護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し

に
よ
る
介
護
保
険
料
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
改
正 

－２－ 

令令和和６６年年３３月月定定例例会会  条条例例  

 

本
議
案
は
、
３
年
ご
と
に
策
定
す
る
介
護
保

険
事
業
計
画
の
第
９
期
で
あ
る
令
和
６
年
度
か

ら
８
年
度
の
介
護
保
険
料
を
定
め
る
も
の
で

す
。 

 

ま
た
、
９
段
階
の
所
得
段
階
を
１３
段
階
の
設

定
と
す
る
も
の
に
な
り
ま
す
。
基
準
保
険
料
は
、

月
７
千
円
か
ら
８
０
０
円
増
額
さ
れ
、
７
８
０

０
円
に
な
り
年
間
で
９
６
０
０
円
も
の
負
担
増

で
す
。 

 

第
８
期
の
介
護
保
険
事
業
計
画
前
に
「
介
護

給
付
費
準
備
基
金
」
も
ゼ
ロ
と
な
り
、
保
険
給
付

費
の
増
加
か
ら
、
大
幅
な
値
上
げ
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
総
合
事
業
に
移
行
す
る
な
ど
、
保

険
給
付
費
を
抑
え
よ
う
と
保
険
者
と
し
て
の
町

や
、
各
介
護
事
業
所
の
努
力
も
見
て
き
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
介
護
利
用
者
の
負

担
増
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
経
済
的
な
こ
と
を
理

由
に
、
ヘ
ル
パ
ー
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
回
数
を

減
ら
し
た
と
い
う
声
も
届
い
て
い
ま
す
。 

 

高
齢
者
が
約
半
数
の
鋸
南
町
で
は
、
ど
の
世

代
に
も
多
く
の
負
担
が
あ
り
ま
す
。
物
価
高
が

続
き
生
活
が
苦
し
い
と
い
う
方
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
町
も
議
会
も
、
国
に
対
し
国
庫
負
担
割
合
を

増
や
す
よ
う
求
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
町
独
自
の
対
策
だ
け
で
は
限
界

が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

 条条
例例
のの
一一
部部
改改
正正  

【改正】 【現行】
第１段階 42,500 42,000
第２段階 64,100 63,000
第３段階 64,500 63,000
第４段階 84,200 75,600
第５段階 93,600 84,000
第６段階 112,300 100,800
第７段階 121,600 109,200
第８段階 140,400 126,000
第９段階 159,100 142,800
第１０段階 177,800
第１１段階 196,500
第１２段階 215,200
第１３段階 224,600

９
段
階
か
ら

13
段
階
に
！

 

介介
護護
保保
険険
条条
例例
改改
正正
案案
にに  

反反
対対
討討
論論    

笹
生
あ
す
か
議
員 

質質  

疑疑  

－ 3 － － 2 －
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補補正正予予算算  令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

  

補正前の額 補正額 補正後の額 

一 般 会 計 50 億 7158 万 9 千円 △2 億 1082 万 2 千円 48 億 6076 万 7 千円 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 10 億 5062 万 0 千円 3676 万 1 千円 10 億 8738 万 1 千円 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 1 億 5677 万 7 千円 △404 万 5 千円 1 億 5273 万 2 千円 

介 護 保 険 特 別 会 計 15 億 3255 万 5 千円 △89 万 4 千円 15 億 3166 万 1 千円 

鋸南病院事業会計/収益的支出 9686 万 1 千円 1426 万 7 千円 1 億 1112 万 8 千円 

水 道 事業 会計 / 収 益 的 支 出 4 億 7602 万 5 千円 4112 万 9 千円  5 億 1715 万 4 千円 

令令
和和
５５
年年
度度

◆
本
庁
舎
光
熱
水
費
（
電
気
代
）

△
１
１
６
９
万
４
千
円

令
和
５
年
度
の
見
込
み
が
５
３
０
万
円

と
な
っ
た
た
め
、
差
額
に
つ
い
て
減
額
す

る
。

最最
終終
補補
正正
予予
算算  

◆
中
学
校
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
周
辺
機
器
設
定

業
務
委
託

△
５
７
６
万
４
千
円

サ
ポ
ー
ト
の
１
年
延
期
に
よ
る
減

額
。 

◆
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
暖
房
設
備
改

修
工
事

△
１
５
５
８
万
７
千
円

◆
地
域
力
創
造
事
業

△
２
３
５
８
万
３
千
円

受
託
会
社
の
都
合
に
よ
り
業
務
継
続

は
難
し
く
、
令
和
６
年
１
月
を
も
っ
て

事
業
終
了
と
な
っ
た
た
め
、
減
額
。

◆
住
宅
取
得
奨
励
金
事
業

△
５
５
８
０
万
円

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
対
策
事

業

△
１
２
７
５
万
円

問問

消
防
費
の
自
主
防
災
組
織
等
補
助

金
の
２
２
０
万
円
減
額
の
理
由
は
、
補

助
申
請
が
な
か
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、

町
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
。

答答

現
在
14
組
織
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

補
助
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
組
織
の
設

立
時
と
翌
年
度
以
降
の
資
機
材
等
の
購

入
に
係
る
補
助
金
で
す
。
町
と
し
て
も

共
助
と
い
う
部
分
で
は
組
織
拡
大
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

１１４４条条例例改改正正  

ま
た
各
団
体
に
お
い
て
も
、
資
機

材
等
の
購
入
に
つ
い
て
積
極
的
に

補
助
金
を
活
用
い
た
だ
け
る
よ
う

に
今
後
も
会
議
の
折
に
ア
ナ
ウ
ン

ス
を
し
て
い
き
ま
す
。

問問

消
耗
品
、
備
蓄
米
、
水
な
ど
を

備
蓄
で
き
る
よ
う
な
補
助
金
を
考

え
て
も
ら
え
た
ら
、
各
自
主
防
災
組

織
も
自
分
た
ち
で
備
蓄
品
に
つ
い

て
の
管
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
く
と
思
う
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

に
も
補
助
金
を
使
え
る
よ
う
に
し

て
は
ど
う
か
。

答答

こ
の
補
助
金
に
つ
き
ま
し
て
は

県
、
町
の
補
助
金
交
付
要
綱
に
基
づ

い
て
対
象
経
費
を
決
め
て
お
り
、
消

耗
品
等
は
対
象
外
で
あ
り
ま
す
が
、

町
と
し
て
も
自
主
防
災
組
織
の
活

性
化
を
図
り
た
く
、
今
後
検
討
し
ま

す
。

そ
の
他
の
主
な
改
正
条
例

◆
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
期

末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

◆
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

◆
鋸
南
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

◆
鋸
南
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び

に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の

方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一

部
改
正

◆
鋸
南
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の

人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正

な
ど

質質

疑疑

自主防災組織の備蓄倉庫 

 
 

 

   

◆
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
育
児
休
業
中

の
勤
勉
手
当
の
支
給
を
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）
へ
拡
大
す
る
。 

◆
鋸
南
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例 

 

児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
既
存
の
子
育
て
世
代

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
見
直
し
、
全
て
の
妊
産
婦
・

子
育
て
世
帯
・
子
ど
も
の
包
括
的
な
相
談
支
援
等
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
子
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
を

設
置
す
る
。 

◆
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正 

 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
賦
課
限
度

額
を
２２
万
円
か
ら
２４
万
円
に
２
万
円
引
き
上
げ
。 

   

問問 

今
回
の
条
例
改
正
に
よ
っ
て
、
影
響
を
受
け 

る
被
保
険
者
は
、
ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
か
。 

令
和
６
年
第
３
回
定
例
会
を
、
３
月
５
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
の
11
日
間
の
会
期
で
開
催
し
た
。
条
例
等
の
一
部
改

正
14
件
、
予
算
関
係
で
令
和
５
年
度
補
正
予
算
６
件
、
令
和
６
年
度
当
初
予
算
６
件
の
計
26
議
案
の
審
議
を
行
い
、
原

案
の
通
り
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。
一
般
質
問
は
５
日
に
４
名
、
６
日
に
３
名
、
７
議
員
が
登
壇
し
た
。 

令
和
６
年
度
当
初
予
算
審
査
は
、
予
算
審
査
特
別
委
員
会
に
付
託
し
、
11
日
に
同
委
員
会
の
審
査
を
経
て
、
15
日
最

終
日
に
委
員
長
報
告
を
行
い
、
賛
成
多
数
で
全
て
の
会
計
予
算
案
を
可
決
し
た
。 

６６補補正正予予算算案案をを可可決決  

答答 

令
和
５
年
度
の
賦
課
状
況
で
の
対
象
被

保
険
者
は
１
３
５
９
世
帯
中
、
医
療
費
分
で
４

世
帯
、
後
期
支
援
金
等
分
で
８
世
帯
、
介
護
分

が
２
世
帯
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
保
険
料
の
軽

減
に
係
る
判
定
所
得
を
５
割
、
２
割
軽
減
そ
れ

ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
で
、
軽
減
の
対
象
と
な

る
世
帯
が
増
加
す
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。 

 

◆
鋸
南
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正 

 

３
年
に
一
度
の
介
護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し

に
よ
る
介
護
保
険
料
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
改
正 

－２－ 

令令和和６６年年３３月月定定例例会会  条条例例  

 

本
議
案
は
、
３
年
ご
と
に
策
定
す
る
介
護
保

険
事
業
計
画
の
第
９
期
で
あ
る
令
和
６
年
度
か

ら
８
年
度
の
介
護
保
険
料
を
定
め
る
も
の
で

す
。 

 

ま
た
、
９
段
階
の
所
得
段
階
を
１３
段
階
の
設

定
と
す
る
も
の
に
な
り
ま
す
。
基
準
保
険
料
は
、

月
７
千
円
か
ら
８
０
０
円
増
額
さ
れ
、
７
８
０

０
円
に
な
り
年
間
で
９
６
０
０
円
も
の
負
担
増

で
す
。 

 

第
８
期
の
介
護
保
険
事
業
計
画
前
に
「
介
護

給
付
費
準
備
基
金
」
も
ゼ
ロ
と
な
り
、
保
険
給
付

費
の
増
加
か
ら
、
大
幅
な
値
上
げ
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
総
合
事
業
に
移
行
す
る
な
ど
、
保

険
給
付
費
を
抑
え
よ
う
と
保
険
者
と
し
て
の
町

や
、
各
介
護
事
業
所
の
努
力
も
見
て
き
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
介
護
利
用
者
の
負

担
増
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
経
済
的
な
こ
と
を
理

由
に
、
ヘ
ル
パ
ー
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
回
数
を

減
ら
し
た
と
い
う
声
も
届
い
て
い
ま
す
。 

 

高
齢
者
が
約
半
数
の
鋸
南
町
で
は
、
ど
の
世

代
に
も
多
く
の
負
担
が
あ
り
ま
す
。
物
価
高
が

続
き
生
活
が
苦
し
い
と
い
う
方
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
町
も
議
会
も
、
国
に
対
し
国
庫
負
担
割
合
を

増
や
す
よ
う
求
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
町
独
自
の
対
策
だ
け
で
は
限
界

が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

 条条
例例
のの
一一
部部
改改
正正  

【改正】 【現行】
第１段階 42,500 42,000
第２段階 64,100 63,000
第３段階 64,500 63,000
第４段階 84,200 75,600
第５段階 93,600 84,000
第６段階 112,300 100,800
第７段階 121,600 109,200
第８段階 140,400 126,000
第９段階 159,100 142,800
第１０段階 177,800
第１１段階 196,500
第１２段階 215,200
第１３段階 224,600

９
段
階
か
ら

13
段
階
に
！

 

介介
護護
保保
険険
条条
例例
改改
正正
案案
にに  

反反
対対
討討
論論    

笹
生
あ
す
か
議
員 

質質  

疑疑  

－ 3 －



 

議議決決結結果果  

 

令和６年第３回定例会 議議  決決  結結  果果  
 賛成「○」 反対「×」※議長は採決に加わりません  

議議案案  

番番号号  
件件名名  

（件名は一部省略） 
  

鈴鈴
木木  

辰辰
也也  

緒緒
方方  

猛猛  

青青
木木
悦悦
子子
議議
長長  

大大
塚塚  

  

昇昇  

竹竹
田田  

和和
明明  

早早
川川  

正正
也也  

笹笹
生生  

ああ
すす
かか  

秋秋
山山  

柳柳
三三  

柴柴
本本  

健健
二二  

中中
村村  

基基  

篠篠
宮宮  

真真
樹樹  

東東  

愛愛
乃乃  

                           

 ＜条例の制定・改正＞                           

第１号 
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第２号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第３号 
第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁

償に関する条例の一部改正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第４号 
第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改

正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第５号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第６号 
鋸南町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第７号 鋸南町国民健康保険条例の一部改正 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第８号 鋸南町介護保険条例の一部改正 可決 ○ × － ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 

第９号 
鋸南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の一部改正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 10 号 

鋸南町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部改正 

可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 11 号 

鋸南町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正 

可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 12 号 
鋸南町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 13 号 鋸南町漁港管理条例の一部改正 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 14 号 鋸南町水道事業給水条例の一部改正 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

＜令和５年度３月補正予算＞ 

第 15 号 令和５年度鋸南町一般会計補正予算（第６号） 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 16 号 
令和５年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 17 号 
令和５年度鋸南町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 18 号 
令和５年度鋸南町介護保険特別会計補正予算（第３

号） 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 19 号 
令和５年度鋸南町鋸南病院事業会計補正予算（第２

号） 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 20 号 令和５年度鋸南町水道事業会計補正予算（第３号） 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

＜令和６年度予算＞ 

第 21 号 令和６年度鋸南町一般会計予算 可決 ○ ○ － ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 22 号 令和６年度鋸南町国民健康保険特別会計予算 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 23 号 令和６年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 24 号 令和６年度鋸南町介護保険特別会計予算 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 25 号 令和６年度鋸南町鋸南病院事業会計予算 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 26 号 令和６年度鋸南町水道事業会計予算 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

－５－ ―４―

当当初初予予算算・・表表彰彰  令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

私
は
本
議
案
に
反
対
の
立
場
で
討
論
を
行
い

ま
す
。
反
対
の
理
由
は
３
点
で
す
。

第
一
の
理
由
は
、
町
の
既
存
公
有
施
設
の
多
く

が
十
分
活
用
さ
れ
ぬ
ま
ま
放
置
さ
れ
、
そ
の
対
策

を
講
じ
る
た
め
の
予
算
編
成
が
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
で
す
。

第
二
の
理
由
は
、
議
案
中
の
住
宅
取
得
奨
励
金

制
度
に
反
対
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
半
年
間
で
奨
励

金
の
支
払
額
は
１
２
０
０
万
円
、
一
方
こ
の
制
度

で
の
移
住
者
は
わ
ず
か
１
人
で
、
目
的
で
あ
る
移

住
促
進
効
果
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
資
金
に
余

裕
の
あ
る
人
だ
け
が
享
受
で
き
る
不
公
平
な
制

度
で
す
。

前
２
つ
の
理
由
は
、
何
に
予
算
を
優
先
配
分
す

る
か
の
価
値
判
断
の
問
題
で
す
が
、
第
三
の
理
由

は
、
議
案
中
の
旧
佐
久
間
小
学
校
校
庭
整
備
工
事

は
日
本
国
憲
法
違
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

町
の
資
料
で
は
工
事
の
目
的
は
「
祭
礼
等
に
使

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
憲
法
第
89
条
「
公
金
そ
の
他
の
公
の

財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使

用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
（
中
略
）
こ

れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら

な
い
。
」
に
違
反
の
疑
い
が
あ
り
ま
す
。

竹
田
和
明
議
員

中中学学校校トトイイレレ改改修修

１１億億２２１１４４１１万万円円

鋸
南
町
表
彰
条
例
に
よ
る
表
彰

３
月
５
日
、
議
場
に
て
鋸
南
町
表
彰
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

元
・
鋸
南
町
議
会
議
員
で
あ
っ
た
３
名
の
方
々
の
、
長
き
に
渡
る

功
績
に
対
し
、
表
彰
状
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

一一
般般
会会
計計
当当
初初
予予
算算
案案
にに

反反
対対
討討
論論

【主な事業】 

学学童童保保育育

管管理理運運営営事事業業

３３２２９９２２万万円円

住住宅宅取取得得奨奨励励金金

交交付付事事業業

３３００００００万万円円

（右上）渡邉信廣さん（写真右側） 

（左上）平島孝一郎さん 

（左下）小藤田一幸さん 

公公共共交交通通実実証証運運行行

１１３３７７５５万万円円

中中央央公公民民館館

トトイイレレ改改修修

４４８８４４６６万万円円

－ 5 － － 4 －



 

議議決決結結果果  

 

令和６年第３回定例会 議議  決決  結結  果果  
 賛成「○」 反対「×」※議長は採決に加わりません  

議議案案  

番番号号  
件件名名  

（件名は一部省略） 
  

鈴鈴
木木  

辰辰
也也  

緒緒
方方  

猛猛  

青青
木木
悦悦
子子
議議
長長  

大大
塚塚  

  

昇昇  

竹竹
田田  

和和
明明  

早早
川川  

正正
也也  

笹笹
生生  

ああ
すす
かか  

秋秋
山山  
柳柳
三三  

柴柴
本本  

健健
二二  

中中
村村  

基基  

篠篠
宮宮  

真真
樹樹  

東東  

愛愛
乃乃  

                           

 ＜条例の制定・改正＞                           

第１号 
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第２号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第３号 
第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁

償に関する条例の一部改正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第４号 
第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改

正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第５号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第６号 
鋸南町保健福祉総合センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第７号 鋸南町国民健康保険条例の一部改正 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第８号 鋸南町介護保険条例の一部改正 可決 ○ × － ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × 

第９号 
鋸南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の一部改正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 10 号 

鋸南町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部改正 

可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 11 号 

鋸南町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正 

可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 12 号 
鋸南町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 13 号 鋸南町漁港管理条例の一部改正 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 14 号 鋸南町水道事業給水条例の一部改正 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

＜令和５年度３月補正予算＞ 

第 15 号 令和５年度鋸南町一般会計補正予算（第６号） 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 16 号 
令和５年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 17 号 
令和５年度鋸南町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 18 号 
令和５年度鋸南町介護保険特別会計補正予算（第３

号） 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 19 号 
令和５年度鋸南町鋸南病院事業会計補正予算（第２

号） 
可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 20 号 令和５年度鋸南町水道事業会計補正予算（第３号） 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

＜令和６年度予算＞ 

第 21 号 令和６年度鋸南町一般会計予算 可決 ○ ○ － ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 22 号 令和６年度鋸南町国民健康保険特別会計予算 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 23 号 令和６年度鋸南町後期高齢者医療特別会計予算 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 24 号 令和６年度鋸南町介護保険特別会計予算 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 25 号 令和６年度鋸南町鋸南病院事業会計予算 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 26 号 令和６年度鋸南町水道事業会計予算 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

－５－ － 5 －



 

 
 

庁
内
の
体
制
と
、
シ
ス
テ
ム

変
更
へ
の
進
捗
状
況
は
。

統
一
標
準
化
の
対
象
業
務
は

１８
項
目
が
該
当
し
て
お
り
、
情

報
提
供
に
よ
り
各
担
当
者
を
決
定
し

て
、
勉
強
会
等
を
行
い
、
共
通
認
識

を
図
っ
て
い
ま
す
。

進
捗
状
況
は
、
基
幹
業
務
ご
と
に

国
の
標
準
仕
様
を
確
認
し
、
国
の
仕

様
と
現
行
業
務
と
の
差
異
の
洗
い
出

し
を
し
て
、
方
針
変
更
へ
の
対
応
、

運
用
の
要
件
、
移
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

の
調
整
を
行
っ
て
い
ま
す
。

当
町
全
体
の
基
幹
業
務
ご
と
に
情

報
量
が
ど
の
程
度
で
あ
り
、
ど
の
程

度
政
府
ク
ラ
ウ
ド
に
容
量
が
必
要
な

の
か
、
災
害
時
の
対
応
に
つ
い
て
、

慎
重
に
検
討
し
て
い
ま
す
。
政
府
ク

ラ
ウ
ド
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
国

の
方
針
通
り
令
和
７
年
度
末
を
目
標

に
し
て
い
ま
す
。

本
費
用
に
係
る
経
費
は
国
が
負
担

す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

供
用
開
始
以
降
の
政
府
ク
ラ
ウ
ド
の

利
用
料
、
回
線
使
用
料
な
ど
の
経
常

的
経
費
に
つ
い
て
は
、
町
負
担
と
な

り
、
導
入
段
階
で
費
用
を
抑
制
で
き

る
方
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

 
 

情
報
を
管
理
す
る
サ
ー
バ
ー
シ

ス
テ
ム
と
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制

は
。

 
 

現
在
は
本
庁
舎
の
サ
ー
バ
ー
室

に
１
台
設
置
し
て
あ
り
ま
す

が
、
政
府
ク
ラ
ウ
ド
で
国
が
管
理
す
る

サ
ー
バ
ー
に
移
行
し
、
現
在
の
も
の
も

不
要
に
な
り
ま
す
。
国
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
体
制
と
な
り
、
大
規
模
災
害
を
想
定

し
た
環
境
構
築
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
ま

す
。

 
 

デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
よ
る
法

律
が
で
き
た
と
あ
る
が
、
そ
の

目
的
と
趣
旨
に
つ
い
て
は
。

 
 

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
生
か
し
、
全

て
の
国
民
が
幸
せ
を
つ
か
め
る

社
会
で
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
を
創
出
、

暮
ら
し
や
す
い
環
境
の
構
築
と
生
活
の

利
便
性
も
高
め
多
様
な
幸
せ
が
あ
る
社

会
を
目
指
し
、
最
終
的
に
は
住
民
福
祉

の
向
上
に
繋
げ
る
こ
と
が
使
命
で
す
。

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

答答

問問  

答答  デジタル社会進展への重要業務として取り組む 

令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

大大塚塚  昇昇  議議員員  

政政府府ククララウウドドへへのの町町のの対対応応はは  

一一般般質質問問①①  

－７－ 

問問  答答

政
府
ク
ラ
ウ
ド
は
、
国
や
市
町
村
な

ど
が
利
用
す
る
共
通
の
情
報
シ
ス
テ
ム

基
盤
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

デ
ー
タ
を
出
し
入
れ
で
き
る
ク
ラ
ウ
ド

サ
ー
ビ
ス
を
使
い
、
整
備
し
て
段
階
的

に
令
和
７
年
度
末
に
は
、
原
則
全
て
の

地
方
自
治
体
の
基
幹
業
務
シ
ス
テ
ム
の

住
民
基
本
台
帳
・
印
鑑
登
録
・
町
税
・

国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
な
ど
が
移
行
さ
れ
る
計

画
で
あ
る
。

町
は
、
政
府
ク
ラ
ウ
ド
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
か
。

現
在
各
自
治
体
の
基
幹
業
務
は
、

そ
れ
ぞ
れ
シ
ス
テ
ム
業
務
を
委
託

し
て
、
様
々
な
形
で
運
用
さ
れ
て
い
る

現
状
が
あ
り
、
国
が
主
導
し
て
、
共
通

し
た
統
一
的
な
標
準
情
報
シ
ス
テ
ム
の

構
築
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

政
府
ク
ラ
ウ
ド
上
で
統
一
さ
れ
た
シ

ス
テ
ム
連
携
を
共
有
す
る
の
で
、
各
自

治
体
は
使
い
方
の
設
定
を
変
更
せ
ず
に

利
用
で
き
、
制
度
改
正
や
様
式
改
正
の

シ
ス
テ
ム
改
修
や
個
別
の
対
応
が
な
く

な
り
効
率
化
が
図
ら
れ
ま
す
。

当
町
に
お
い
て
も
国
の
方
針
に
従

い
、
県
の
指
導
も
仰
ぎ
な
が
ら
作
業
を

進
め
て
い
ま
す
。

問問  答答

問問  

問問  答答

動画はこちら→

 

 
 

 

◆工事請負契約の締結 

・庁舎空調機器改修工事 

契約額   １億３２８８万円 

契約相手方 綜和熱学工業株式会社 

 

 

 

◆
鋸
南
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正 

・
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
、
各
種
証
明
書
等
の
手
数

料
の
改
正 

◆
補
正
予
算
・
債
務
負
担
行
為
の
設
定 

・
公
共
交
通
実
証
運
行
事
業
費
１
３
７
０
万
円

を
追
加
す
る
。 

  

一
般
会
計
補
正
予
算
第
４
号
へ
の 

反反
対対
討討
論論 

 
 

 
 

 
 

鈴鈴
木木
辰辰
也也
議議
員員 

今
回
の
公
共
交
通
実
証
運
行
事
業
は
、
６
ヶ
月

間
の
期
間
で
行
い
、
そ
の
結
果
を
検
証
し
、
本
格

的
に
施
策
導
入
あ
る
い
は
、
実
証
実
験
の
継
続
ま

た
は
、
中
止
、
導
入
取
り
や
め
か
を
検
討
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

今
の
時
点
で
半
年
間
の
継
続
延
長
を
決
め
た

要
因
に
つ
い
て
は
、
理
解
で
き
ま
せ
ん
。 

従
来
通
り
６
ヶ
月
間
実
証
実
験
を
行
い
、
そ
の

結
果
の
評
価
を
し
、
有
効
性
や
問
題
点
を
明
ら
か

に
し
て
、
本
格
的
に
施
策
導
入
す
る
の
か
、
あ
る

い
は
実
験
の
継
続
を
す
る
の
か
、
中
止
、
導
入
取

り
や
め
す
る
の
か
を
決
め
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。 

仮
に
、
実
験
の
継
続
を
す
る
に
し
て
も
、
６
ヶ
月

間
実
証
実
験
を
行
っ
た
後
に
、
そ
の
結
果
の
評
価

を
し
、
有
効
性
や
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
、
次

の
６
ヶ
月
間
の
実
証
実
験
に
生
か
し
て
い
く
べ

き
と
考
え
る
の
で
、
議
案
第
２
号
に
対
す
る
反
対

討
論
と
い
た
し
ま
す
。 

－６－ 

令令和和６６年年臨臨時時会会  議議決決結結果果  

  議議  決決  結結  果果 

  賛成「○」 反対「×」※議長は採決に加わりません  

議議案案  

番番号号  

件件名名  

（件名は一部省略） 

  鈴鈴
木木  

緒緒
方方  

青青
木木
議議
長長  

大大
塚塚  

竹竹
田田  

早早
川川  

笹笹
生生  

秋秋
山山  

柴柴
本本  

中中
村村  

篠篠
宮宮  

東東  

第１号 鋸南町手数料条例の一部改正 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第２号 令和５年度鋸南町一般会計補正予算(第４号) 可決 × ○ － ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 

 

  議議  決決  結結  果果 

  賛成「○」 反対「×」※議長は採決に加わりません  

議議案案  

番番号号  

件件名名  

（件名は一部省略） 

  鈴鈴
木木  

緒緒
方方  

青青
木木
議議
長長  

大大
塚塚  

竹竹
田田  

早早
川川  

笹笹
生生  

秋秋
山山  

柴柴
本本  

中中
村村  

篠篠
宮宮  

東東  

第１号 工事請負契約の締結(庁舎空調機器改修工事) 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第２号 令和５年度鋸南町一般会計補正予算(第５号) 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

令和６年第１回臨時会 （1/15） 

令和６年第２回臨時会 （2/20） 

－ 7 － － 6 －



 

 
 

庁
内
の
体
制
と
、
シ
ス
テ
ム

変
更
へ
の
進
捗
状
況
は
。

統
一
標
準
化
の
対
象
業
務
は

１８
項
目
が
該
当
し
て
お
り
、
情

報
提
供
に
よ
り
各
担
当
者
を
決
定
し

て
、
勉
強
会
等
を
行
い
、
共
通
認
識

を
図
っ
て
い
ま
す
。

進
捗
状
況
は
、
基
幹
業
務
ご
と
に

国
の
標
準
仕
様
を
確
認
し
、
国
の
仕

様
と
現
行
業
務
と
の
差
異
の
洗
い
出

し
を
し
て
、
方
針
変
更
へ
の
対
応
、

運
用
の
要
件
、
移
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

の
調
整
を
行
っ
て
い
ま
す
。

当
町
全
体
の
基
幹
業
務
ご
と
に
情

報
量
が
ど
の
程
度
で
あ
り
、
ど
の
程

度
政
府
ク
ラ
ウ
ド
に
容
量
が
必
要
な

の
か
、
災
害
時
の
対
応
に
つ
い
て
、

慎
重
に
検
討
し
て
い
ま
す
。
政
府
ク

ラ
ウ
ド
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
国

の
方
針
通
り
令
和
７
年
度
末
を
目
標

に
し
て
い
ま
す
。

本
費
用
に
係
る
経
費
は
国
が
負
担

す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

供
用
開
始
以
降
の
政
府
ク
ラ
ウ
ド
の

利
用
料
、
回
線
使
用
料
な
ど
の
経
常

的
経
費
に
つ
い
て
は
、
町
負
担
と
な

り
、
導
入
段
階
で
費
用
を
抑
制
で
き

る
方
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

 
 

情
報
を
管
理
す
る
サ
ー
バ
ー
シ

ス
テ
ム
と
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制

は
。

 
 

現
在
は
本
庁
舎
の
サ
ー
バ
ー
室

に
１
台
設
置
し
て
あ
り
ま
す

が
、
政
府
ク
ラ
ウ
ド
で
国
が
管
理
す
る

サ
ー
バ
ー
に
移
行
し
、
現
在
の
も
の
も

不
要
に
な
り
ま
す
。
国
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
体
制
と
な
り
、
大
規
模
災
害
を
想
定

し
た
環
境
構
築
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
ま

す
。

 
 

デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
よ
る
法

律
が
で
き
た
と
あ
る
が
、
そ
の

目
的
と
趣
旨
に
つ
い
て
は
。

 
 

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
生
か
し
、
全

て
の
国
民
が
幸
せ
を
つ
か
め
る

社
会
で
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
を
創
出
、

暮
ら
し
や
す
い
環
境
の
構
築
と
生
活
の

利
便
性
も
高
め
多
様
な
幸
せ
が
あ
る
社

会
を
目
指
し
、
最
終
的
に
は
住
民
福
祉

の
向
上
に
繋
げ
る
こ
と
が
使
命
で
す
。

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

答答

問問  

答答  デジタル社会進展への重要業務として取り組む 

令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

大大塚塚  昇昇  議議員員  

政政府府ククララウウドドへへのの町町のの対対応応はは  

一一般般質質問問①①  

－７－ 

問問  答答

政
府
ク
ラ
ウ
ド
は
、
国
や
市
町
村
な

ど
が
利
用
す
る
共
通
の
情
報
シ
ス
テ
ム

基
盤
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

デ
ー
タ
を
出
し
入
れ
で
き
る
ク
ラ
ウ
ド

サ
ー
ビ
ス
を
使
い
、
整
備
し
て
段
階
的

に
令
和
７
年
度
末
に
は
、
原
則
全
て
の

地
方
自
治
体
の
基
幹
業
務
シ
ス
テ
ム
の

住
民
基
本
台
帳
・
印
鑑
登
録
・
町
税
・

国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
な
ど
が
移
行
さ
れ
る
計

画
で
あ
る
。

町
は
、
政
府
ク
ラ
ウ
ド
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
か
。

現
在
各
自
治
体
の
基
幹
業
務
は
、

そ
れ
ぞ
れ
シ
ス
テ
ム
業
務
を
委
託

し
て
、
様
々
な
形
で
運
用
さ
れ
て
い
る

現
状
が
あ
り
、
国
が
主
導
し
て
、
共
通

し
た
統
一
的
な
標
準
情
報
シ
ス
テ
ム
の

構
築
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

政
府
ク
ラ
ウ
ド
上
で
統
一
さ
れ
た
シ

ス
テ
ム
連
携
を
共
有
す
る
の
で
、
各
自

治
体
は
使
い
方
の
設
定
を
変
更
せ
ず
に

利
用
で
き
、
制
度
改
正
や
様
式
改
正
の

シ
ス
テ
ム
改
修
や
個
別
の
対
応
が
な
く

な
り
効
率
化
が
図
ら
れ
ま
す
。

当
町
に
お
い
て
も
国
の
方
針
に
従

い
、
県
の
指
導
も
仰
ぎ
な
が
ら
作
業
を

進
め
て
い
ま
す
。

問問  答答

問問  

問問  答答

動画はこちら→

 

 
 

 

◆工事請負契約の締結 

・庁舎空調機器改修工事 

契約額   １億３２８８万円 

契約相手方 綜和熱学工業株式会社 

 

 

 

◆
鋸
南
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正 

・
戸
籍
の
謄
本
、
抄
本
、
各
種
証
明
書
等
の
手
数

料
の
改
正 

◆
補
正
予
算
・
債
務
負
担
行
為
の
設
定 

・
公
共
交
通
実
証
運
行
事
業
費
１
３
７
０
万
円

を
追
加
す
る
。 

  

一
般
会
計
補
正
予
算
第
４
号
へ
の 

反反
対対
討討
論論 

 
 

 
 

 
 

鈴鈴
木木
辰辰
也也
議議
員員 

今
回
の
公
共
交
通
実
証
運
行
事
業
は
、
６
ヶ
月

間
の
期
間
で
行
い
、
そ
の
結
果
を
検
証
し
、
本
格

的
に
施
策
導
入
あ
る
い
は
、
実
証
実
験
の
継
続
ま

た
は
、
中
止
、
導
入
取
り
や
め
か
を
検
討
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

今
の
時
点
で
半
年
間
の
継
続
延
長
を
決
め
た

要
因
に
つ
い
て
は
、
理
解
で
き
ま
せ
ん
。 

従
来
通
り
６
ヶ
月
間
実
証
実
験
を
行
い
、
そ
の

結
果
の
評
価
を
し
、
有
効
性
や
問
題
点
を
明
ら
か

に
し
て
、
本
格
的
に
施
策
導
入
す
る
の
か
、
あ
る

い
は
実
験
の
継
続
を
す
る
の
か
、
中
止
、
導
入
取

り
や
め
す
る
の
か
を
決
め
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。 

仮
に
、
実
験
の
継
続
を
す
る
に
し
て
も
、
６
ヶ
月

間
実
証
実
験
を
行
っ
た
後
に
、
そ
の
結
果
の
評
価

を
し
、
有
効
性
や
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
、
次

の
６
ヶ
月
間
の
実
証
実
験
に
生
か
し
て
い
く
べ

き
と
考
え
る
の
で
、
議
案
第
２
号
に
対
す
る
反
対

討
論
と
い
た
し
ま
す
。 

－６－ 

令令和和６６年年臨臨時時会会  議議決決結結果果  

  議議  決決  結結  果果 

  賛成「○」 反対「×」※議長は採決に加わりません  

議議案案  

番番号号  

件件名名  

（件名は一部省略） 

  鈴鈴
木木  

緒緒
方方  

青青
木木
議議
長長  

大大
塚塚  

竹竹
田田  

早早
川川  

笹笹
生生  

秋秋
山山  

柴柴
本本  

中中
村村  

篠篠
宮宮  

東東  

第１号 鋸南町手数料条例の一部改正 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第２号 令和５年度鋸南町一般会計補正予算(第４号) 可決 × ○ － ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 

 

  議議  決決  結結  果果 

  賛成「○」 反対「×」※議長は採決に加わりません  

議議案案  

番番号号  

件件名名  

（件名は一部省略） 

  鈴鈴
木木  

緒緒
方方  

青青
木木
議議
長長  

大大
塚塚  

竹竹
田田  

早早
川川  

笹笹
生生  

秋秋
山山  

柴柴
本本  

中中
村村  

篠篠
宮宮  

東東  

第１号 工事請負契約の締結(庁舎空調機器改修工事) 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第２号 令和５年度鋸南町一般会計補正予算(第５号) 可決 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

令和６年第１回臨時会 （1/15） 

令和６年第２回臨時会 （2/20） 

－ 7 －



 

 

 

働
く
場
所
と
人
口
減
少
は
関
係

し
て
い
る
と
の
認
識
は
あ
る

か
。

 

若
者
の
雇
用
の
場
の
不
足
や
生
活

の
利
便
性
を
理
由
と
し
た
近
隣
市

へ
の
転
出
超
過
、
人
口
減
少
の
要
因
と

な
っ
て
い
る
事
を
課
題
と
し
て
捉
え
て

お
り
ま
す
。

働
く
場
所
や
企
業
な
ど
の
誘
致

活
動
は
行
っ
て
い
る
か
。

地
域
経
済
を
活
性
化
す
る
た
め
、

働
く
場
所
や
企
業
な
ど
の
誘
致
は

重
要
な
取
り
組
み
で
あ
り
ま
す
が
、
本

町
は
中
山
間
地
域
等
の
た
め
、
平
坦
な

土
地
が
少
な
く
、
公
有
財
産
に
お
い
て

も
大
き
な
企
業
が
望
む
保
有
面
積
を
有

し
て
い
な
い
こ
と
や
法
規
制
な
ど
も
あ

り
、
積
極
的
に
誘
致
活
動
を
す
る
こ
と

は
難
し
い
現
状
で
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

の
大
幅
な
拡
大
を
図
る
こ
と
で
課
題
を

解
決
す
る
と
し
て
い
ま
す
が
課
題
の
解

決
に
は
至
っ
て
い
な
い
現
状
で
す
。

雇
用
を
増
や
す
た
め
に
町
報
の

有

料

広
告

欄
を

無
料

に
し

て

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
募
集
を

で
き
た
ら
よ
い
と
思
う
が
、
い
か
が

か
。

現
在
町
報
で
は
規
定
に
よ
り
町
報

に
対
す
る
有
料
広
告
に
つ
い
て
掲

載
料
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
過
去
１

年
間
で
大
体
５
社
延
べ
回
数
で
２０
回
求

人
広
告
の
掲
載
が
あ
り
ま
し
た
。
町
報

は
ア
ナ
ロ
グ
的
な
紙
ベ
ー
ス
で
高
齢
者

も
多
い
た
め
期
待
を
持
っ
て
求
人
広
告

を
出
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
の

と
こ
ろ
雇
用
求
人
広
告
の
み
に
限
定
し

て
無
料
広
告
す
る
考
え
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
今
後
も
検
討

し
ま
す
。

人人口口減減少少とと雇雇用用のの関関係係性性ににつついいてて 

問問  

 

鋸
南
町
は
中
山
間
地
域
の
た

め
、
平
坦
な
土
地
が
少
な
い
と

の
こ
と
だ
が
、
無
い
な
ら
単
純
に
造

れ
ば
良
い
と
思
う
が
、
造
る
こ
と
は

無
理
な
の
か
、
可

能
な
の
か
。

 
 

可
能
か
不
可
能
か
に
つ
い
て

は
、
法
に
よ
る
規
制
を
解
除
で

き
る
基
準
に
で
き
れ
ば
可
能
と
判
断

で
き
る
が
、
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

 
 

鋸
南
町
で
起
業
す
る
際
の
、
町

独
自
の
支
援
等
は
あ
る
か
。

鋸
南
町
は
特
別
措
置
で
指
定
さ

れ
た
過
疎
地
域
の
た
め
、
民
間

事
業
投
資
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の

免
除
を
し
て
い
ま
す
が
、
町
内
で
起

業
す
る
際
の
独
自
の
経
済
的
な
支
援

は
現
在
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
は
、
近
隣
市
の
起
業
支
援
制

度
な
ど
を
参
考
に
研
究
し
て
ま
い
り

ま
す
。鋸

南
町
の
雇
用
を
増
や
す
取
り

組
み
は
行
っ
て
い
る
か
。

第
２
期
鋸
南
町
の
ま
ち
・
ひ
と

・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
の
中

で
農
業
法
人
の
参
入
を
支
援
し
空
き

店
舗
の
活
用
や
商
業
振
興
を
図
る
と

し
て
い
ま
す
。
町
総
合
計
画
に
お
い

て
も
地
域
資
源
の
活
用
を
図
り
雇
用

令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

答答

答答

答答  

－９－ 

雇用も人口減少の要因の一つとして認識 

問問  

問問  

一一般般質質問問③③  

答答  

篠篠宮宮  真真樹樹  議議員員  

鋸鋸
南南
町町
はは
ここ
のの
１１００
年年
間間
でで
かか
なな
りり
のの

勢勢
いい
でで
人人
口口
がが
減減
少少
しし
てて
いい
るる
とと
感感
じじ

るる
。。
人人
口口
減減
少少
にに
はは
出出
生生
率率
のの
低低
下下
やや

様様
々々
なな
要要
因因
がが
ああ
るる
とと
思思
いい
まま
すす
がが
、、

鋸鋸
南南
町町
にに
おお
いい
てて
はは
町町
民民
のの
方方
々々
かか
らら

働働
くく
場場
所所
がが
少少
なな
いい
かか
らら
、、
町町
外外
にに
出出

てて
行行
っっ
てて
しし
まま
うう
とと
いい
うう
ここ
とと
をを
良良
くく

耳耳
にに
すす
るる
。。

問問  

問問  答答

答答 問問  

町町のの考考ええはは 

答答  

問問  

非
常
食
の
備
蓄
量
は
町
民
の

10
％
の
３
日
分
で
適
正
か
。 

東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
は
、
沿

岸
部
に
被
害
が
大
き
か
っ
た
こ
と

か
ら
「
人
口
の
３０
％
程
度
の
３
日
分
」

が
今
後
の
目
安
と
考
え
て
い
ま
す
。

発
電
機
な
ど
保
管
備
蓄
品
の
定
期

検
は
行
っ
て
い
る
か
。

定
期
点
検
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
適
宜
点
検
し
て
い
ま
す
。

災
害
時
重
要
な
も
の
な
の
で
定

期
点
検
を
お
願
い
す
る
。

 

町
民
に
訓
練
の
意
図
が
通
じ
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

参
加
者
が
少
な
い
こ
と
は
大
変

残
念
に
思
い
ま
す
。
今
後
は

様
々
な
媒
体
を
通
じ
て
充
実
を
図
り
ま

す
。

自
主
防
災
組
織
と
消
防
団
と
の

連
携
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

情
報
の
共
有
や
訓
練
等
で
の
連

携
は
重
要
で
す
。
実
際
の
救
護

活
動
や
消
火
活
動
は
相
互
の
安
全
性
か

ら
別
行
動
が
良
い
場
合
も
あ
り
ま
す

し
、
ま
た
自
主
防
災
組
織
と
の
連
携
が

重
要
と
考
え
ま
す
。

 

防
災
無
線
な
ど
の
定
期
点
検
は

行
っ
て
い
る
か
。

設
置
業
者
が
保
守
点
検
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
不
具
合
が
あ
る

場
合
に
は
役
場
に
連
絡
を
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

防
災
対
策
は
エ
ン
ド
レ
ス
で
考

 
 

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思

う
。
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
し
、
い

つ
被
災
者
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら

だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
住
民
の
防
災

意
識
を
高
め
危
機
管
理
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
く
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

 
 

 

 

防防
災災
備備
蓄蓄
品品
のの
管管
理理
・・
運運
用用

問問  

答答 町民の皆様が自主的に行うことが重要です 

住住
民民
のの
防防
災災
意意
識識
をを
高高
めめ
るる

秋秋山山  柳柳三三  議議員員  

地地域域ににおおけけるる防防災災対対策策ににつついいてて  

－８－ 

問問  

 
 

 

住
民
か
ら
の
要
望
も
あ
る
の
で
、

町
主
体
の
防
災
講
演
会
を
実
施
し

て
は
ど
う
か
。

町
民
の
皆
様
が
主
体
的
に
判
断
し

て
適
切
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
必

要
不
可
欠
で
あ
り
、
自
主
的
に
行
う
こ

と
が
重
要
で
す
。
必
要
が
あ
れ
ば
防
災

対
策
監
の
派
遣
を
行
い
ま
す
。

区
長
会
等
に
資
料
の
配
布
・
情
報

提
供
を
行
っ
て
い
る
が
各
区
民
に

は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
。

地
区
と
し
て
防
災
に
対
す
る
問
題

点
や
取
る
べ
き
行
動
を
共
有
す
る

こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

  

高
齢
者
・
要
支
援
者
の
自
動
車
で

の
避
難
は
可
能
か
。

ま
ず
は
地
域
の
皆
様
で
協
力
し
て

避
難
す
る
風
潮
を
作
り
つ
つ
、
徒

歩
で
の
避
難
困
難
者
に
は
今
後
自
動
車

に
よ
る
避
難
も
取
り
入
れ
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

問問  答答  

問問  

一一般般質質問問②②  令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

たた
めめ
のの
町町
のの
考考
ええ
をを
問問
うう
。。  

問問  答答問問  答答

にに
つつ
いい
てて
問問
うう
。。

問問  答答問問  今今
後後
のの
防防
災災
訓訓
練練
のの
ああ
りり
方方

にに
つつ
いい
てて

答答問問  答答

情情
報報
収収
集集
・・
伝伝
達達
機機
能能
のの

充充
実実
にに
つつ
いい
てて

答答要要
望望

 

問問うう  

要要
望望

関東大震災で被災した保田地区 

防災訓練での 

防災対策監の講話 

答答
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働
く
場
所
と
人
口
減
少
は
関
係

し
て
い
る
と
の
認
識
は
あ
る

か
。

 

若
者
の
雇
用
の
場
の
不
足
や
生
活

の
利
便
性
を
理
由
と
し
た
近
隣
市

へ
の
転
出
超
過
、
人
口
減
少
の
要
因
と

な
っ
て
い
る
事
を
課
題
と
し
て
捉
え
て

お
り
ま
す
。

働
く
場
所
や
企
業
な
ど
の
誘
致

活
動
は
行
っ
て
い
る
か
。

地
域
経
済
を
活
性
化
す
る
た
め
、

働
く
場
所
や
企
業
な
ど
の
誘
致
は

重
要
な
取
り
組
み
で
あ
り
ま
す
が
、
本

町
は
中
山
間
地
域
等
の
た
め
、
平
坦
な

土
地
が
少
な
く
、
公
有
財
産
に
お
い
て

も
大
き
な
企
業
が
望
む
保
有
面
積
を
有

し
て
い
な
い
こ
と
や
法
規
制
な
ど
も
あ

り
、
積
極
的
に
誘
致
活
動
を
す
る
こ
と

は
難
し
い
現
状
で
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

の
大
幅
な
拡
大
を
図
る
こ
と
で
課
題
を

解
決
す
る
と
し
て
い
ま
す
が
課
題
の
解

決
に
は
至
っ
て
い
な
い
現
状
で
す
。

雇
用
を
増
や
す
た
め
に
町
報
の

有

料

広
告

欄
を

無
料

に
し

て

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
募
集
を

で
き
た
ら
よ
い
と
思
う
が
、
い
か
が

か
。

現
在
町
報
で
は
規
定
に
よ
り
町
報

に
対
す
る
有
料
広
告
に
つ
い
て
掲

載
料
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
過
去
１

年
間
で
大
体
５
社
延
べ
回
数
で
２０
回
求

人
広
告
の
掲
載
が
あ
り
ま
し
た
。
町
報

は
ア
ナ
ロ
グ
的
な
紙
ベ
ー
ス
で
高
齢
者

も
多
い
た
め
期
待
を
持
っ
て
求
人
広
告

を
出
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
の

と
こ
ろ
雇
用
求
人
広
告
の
み
に
限
定
し

て
無
料
広
告
す
る
考
え
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
今
後
も
検
討

し
ま
す
。

人人口口減減少少とと雇雇用用のの関関係係性性ににつついいてて 

問問  

 

鋸
南
町
は
中
山
間
地
域
の
た

め
、
平
坦
な
土
地
が
少
な
い
と

の
こ
と
だ
が
、
無
い
な
ら
単
純
に
造

れ
ば
良
い
と
思
う
が
、
造
る
こ
と
は

無
理
な
の
か
、
可

能
な
の
か
。

 
 

可
能
か
不
可
能
か
に
つ
い
て

は
、
法
に
よ
る
規
制
を
解
除
で

き
る
基
準
に
で
き
れ
ば
可
能
と
判
断

で
き
る
が
、
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

 
 

鋸
南
町
で
起
業
す
る
際
の
、
町

独
自
の
支
援
等
は
あ
る
か
。

鋸
南
町
は
特
別
措
置
で
指
定
さ

れ
た
過
疎
地
域
の
た
め
、
民
間

事
業
投
資
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の

免
除
を
し
て
い
ま
す
が
、
町
内
で
起

業
す
る
際
の
独
自
の
経
済
的
な
支
援

は
現
在
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
は
、
近
隣
市
の
起
業
支
援
制

度
な
ど
を
参
考
に
研
究
し
て
ま
い
り

ま
す
。鋸

南
町
の
雇
用
を
増
や
す
取
り

組
み
は
行
っ
て
い
る
か
。

第
２
期
鋸
南
町
の
ま
ち
・
ひ
と

・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
の
中

で
農
業
法
人
の
参
入
を
支
援
し
空
き

店
舗
の
活
用
や
商
業
振
興
を
図
る
と

し
て
い
ま
す
。
町
総
合
計
画
に
お
い

て
も
地
域
資
源
の
活
用
を
図
り
雇
用

令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

答答

答答

答答  

－９－ 

雇用も人口減少の要因の一つとして認識 

問問  

問問  

一一般般質質問問③③  

答答  

篠篠宮宮  真真樹樹  議議員員  

鋸鋸
南南
町町
はは
ここ
のの
１１００
年年
間間
でで
かか
なな
りり
のの

勢勢
いい
でで
人人
口口
がが
減減
少少
しし
てて
いい
るる
とと
感感
じじ

るる
。。
人人
口口
減減
少少
にに
はは
出出
生生
率率
のの
低低
下下
やや

様様
々々
なな
要要
因因
がが
ああ
るる
とと
思思
いい
まま
すす
がが
、、

鋸鋸
南南
町町
にに
おお
いい
てて
はは
町町
民民
のの
方方
々々
かか
らら

働働
くく
場場
所所
がが
少少
なな
いい
かか
らら
、、
町町
外外
にに
出出

てて
行行
っっ
てて
しし
まま
うう
とと
いい
うう
ここ
とと
をを
良良
くく

耳耳
にに
すす
るる
。。

問問  

問問  答答

答答 問問  

町町のの考考ええはは 

答答  

問問  

非
常
食
の
備
蓄
量
は
町
民
の

10
％
の
３
日
分
で
適
正
か
。 

東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
は
、
沿

岸
部
に
被
害
が
大
き
か
っ
た
こ
と

か
ら
「
人
口
の
３０
％
程
度
の
３
日
分
」

が
今
後
の
目
安
と
考
え
て
い
ま
す
。

発
電
機
な
ど
保
管
備
蓄
品
の
定
期

検
は
行
っ
て
い
る
か
。

定
期
点
検
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
適
宜
点
検
し
て
い
ま
す
。

災
害
時
重
要
な
も
の
な
の
で
定

期
点
検
を
お
願
い
す
る
。

 

町
民
に
訓
練
の
意
図
が
通
じ
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

参
加
者
が
少
な
い
こ
と
は
大
変

残
念
に
思
い
ま
す
。
今
後
は

様
々
な
媒
体
を
通
じ
て
充
実
を
図
り
ま

す
。

自
主
防
災
組
織
と
消
防
団
と
の

連
携
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

情
報
の
共
有
や
訓
練
等
で
の
連

携
は
重
要
で
す
。
実
際
の
救
護

活
動
や
消
火
活
動
は
相
互
の
安
全
性
か

ら
別
行
動
が
良
い
場
合
も
あ
り
ま
す

し
、
ま
た
自
主
防
災
組
織
と
の
連
携
が

重
要
と
考
え
ま
す
。

 

防
災
無
線
な
ど
の
定
期
点
検
は

行
っ
て
い
る
か
。

設
置
業
者
が
保
守
点
検
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
不
具
合
が
あ
る

場
合
に
は
役
場
に
連
絡
を
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

防
災
対
策
は
エ
ン
ド
レ
ス
で
考

 
 

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思

う
。
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
し
、
い

つ
被
災
者
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら

だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
住
民
の
防
災

意
識
を
高
め
危
機
管
理
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
く
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

 
 

 

 

防防
災災
備備
蓄蓄
品品
のの
管管
理理
・・
運運
用用

問問  

答答 町民の皆様が自主的に行うことが重要です 

住住
民民
のの
防防
災災
意意
識識
をを
高高
めめ
るる

秋秋山山  柳柳三三  議議員員  

地地域域ににおおけけるる防防災災対対策策ににつついいてて  

－８－ 

問問  

 
 

 

住
民
か
ら
の
要
望
も
あ
る
の
で
、

町
主
体
の
防
災
講
演
会
を
実
施
し

て
は
ど
う
か
。

町
民
の
皆
様
が
主
体
的
に
判
断
し

て
適
切
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
必

要
不
可
欠
で
あ
り
、
自
主
的
に
行
う
こ

と
が
重
要
で
す
。
必
要
が
あ
れ
ば
防
災

対
策
監
の
派
遣
を
行
い
ま
す
。

区
長
会
等
に
資
料
の
配
布
・
情
報

提
供
を
行
っ
て
い
る
が
各
区
民
に

は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
。

地
区
と
し
て
防
災
に
対
す
る
問
題

点
や
取
る
べ
き
行
動
を
共
有
す
る

こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

  

高
齢
者
・
要
支
援
者
の
自
動
車
で

の
避
難
は
可
能
か
。

ま
ず
は
地
域
の
皆
様
で
協
力
し
て

避
難
す
る
風
潮
を
作
り
つ
つ
、
徒

歩
で
の
避
難
困
難
者
に
は
今
後
自
動
車

に
よ
る
避
難
も
取
り
入
れ
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

問問  答答  

問問  

一一般般質質問問②②  令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

たた
めめ
のの
町町
のの
考考
ええ
をを
問問
うう
。。  

問問  答答問問  答答

にに
つつ
いい
てて
問問
うう
。。

問問  答答問問  今今
後後
のの
防防
災災
訓訓
練練
のの
ああ
りり
方方

にに
つつ
いい
てて

答答問問  答答

情情
報報
収収
集集
・・
伝伝
達達
機機
能能
のの

充充
実実
にに
つつ
いい
てて

答答要要
望望

 

問問うう  

要要
望望

関東大震災で被災した保田地区 

防災訓練での 

防災対策監の講話 
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鋸
南
町
で
は
、
過
疎
化
・
高
齢
化
に

伴
う
移
動
手
段
の
確
保
に
向
け
て
、
昨

年
１０
月
よ
り
「
予
約
制
乗
り
合
い
ワ

ゴ
ン
（
デ
マ
ン
ド
）
制
度
」
を
導
入
し

て
、
「
循
環
バ
ス
（
赤
青
バ
ス
）
」
の
代

わ
り
と
な
り
得
る
か
、
切
替
前
提
で
実

証
運
行
を
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
日
当
た
り
の
利

用
者
数
は
、
バ
ス
２６
人
に
対
し
て
、

デ
マ
ン
ド
交
通
４
人
と
、
２２
人
も
の

大
き
な
差
が
あ
り
、
利
用
者
増
加
も
見

ら
れ
な
い
。

こ
の
状
態
で
半
年
後
に
バ
ス
を
廃
止

し
て
、
デ
マ
ン
ド
へ
全
面
切
替
し
た
場

合
、
多
く
の
方
の
利
用
ニ
ー
ズ
に
合
わ

ず
、
外
出
機
会
を
奪
っ
て
し
ま
う
ば
か

り
か
、
財
政
的
に
も
厳
し
く
な
る
こ
と

が
予
測
さ
れ
る
。

今
、
ご
高
齢
の
方
が
日
常
で
求
め
て

い
る
移
動
方
式
や
行
き
先
と
は
何
か
？

半
年
後
、
更
に
は
将
来
に
向
け
た
交
通

手
段
の
新
た
な
在
り
か
た
を
作
り
上
げ

る
た
め
に
、
住
民
を
交
え
た
以
下
の
進

め
方
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
可

否
を
問
う
。

こ
と
に
つ
い
て
。

行
政
区
域
外
へ
の
乗
入
に
つ
い
て

は
、
乗
入
先
の
合
意
が
得
ら
れ
れ

ば
実
現
可
能
な
こ
と
が
判
り
、
具
体
的

な
実
施
時
期
や
乗
降
場
所
な
ど
今
後
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

山
間
部
と
平
野
部
に
お
住
い
の

方
々
の
、
実
情
に
即
し
た
移
動
方

法
や
ル
ー
ト
の
見
直
し
を
行
う
。
そ
の

た
め
の
、
新
制
度
（
空
白
地
有
償
運
送

※
）
の
導
入
等
を
検
討
す
る
こ
と
に
つ

い
て
。空

白
地
有
償
運
送
は
、
近
隣
市
で

も
導
入
事
例
が
あ
り
ま
す
が
、
料

金
・
事
業
主
体
・
ド
ラ
イ
バ
ー
確
保

等
、
諸
課
題
が
あ
る
の
で
、
エ
リ
ア
を

区
切
っ
て
の
研
究
と
実
験
を
考
え
て
い

き
ま
す。

半
年
後
の
、
切
替
え
可
否
判
断
に

つ
い
て
は
、
行
政
だ
け
で
決
定
す

る
の
で
は
な
く
、
住
民
を
交
え
た
『
公

共
交
通
会
議
』
を
設
け
、
対
応
を
決
め

る
。次

に
、
「
将
来
の
鋸
南
町
の
姿
に
合

っ
た
交
通
手
段
は
ど
う
い
う
ス
タ
イ
ル

か
？
」
を
、
住
民
参
加
で
今
後
も
継
続

的
に
審
議
・
実
験
す
る
進
め
方
に
変
え

る
、
と
い
う
こ
と
つ
い
て
。

デ
マ
ン
ド
交
通
の
実
証
運
行
期
間

中
、
ま
ず
は
登
録
者
数
の
増
加
と

周
知
活
動
に
注
力
し
、
利
用
状
況
や
乗

降
調
査
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
継
続
的

に
分
析
評
価
し
、
半
年
後
そ
の
結
果
で

切
替
可
否
を
判
断
し
ま
す
。

将
来
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
情
報
機

器
に
対
応
で
き
る
年
代
が
主
流
に
な

り
、
か
つ
先
進
的
な
移
動
手
段
の
展
開

で
、
状
況
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
動
向
を
把
握
し
つ

つ
、
当
面
は
行
政
主
体
で
交
通
体
系
を

考
え
て
い
き
ま
す
が
、
今
回
の
住
民
の

意
見
を
取
り
込
ん
だ
進
め
方
の
提
案
に

つ
い
て
は
理
解
で
き
ま
す
の
で
、
検
討

し
ま
す
。

バ
ス
あ
る
い
は
デ
マ
ン
ド
交
通
に

住
民
希
望
の
多
い
「
隣
接
の
町
外

（
富
楽
里
等
）
へ
の
利
用
」
が
で
き
る

よ
う
、
関
係
所
轄
と
の
調
整
を
進
め
る

問

答
デマンド交通の実験結果とニーズを踏まえ

中村 基 議員

答

令和６年３月定例会

『町民の‘足’（交通）』

－１１－

一般質問⑤

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
交
通
手
段

を
、
現
在
と
将
来
に
渡
り
、
住
民
参

画
で
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て

※

空
白
地
有
償
運
送

バ
ス
の

通
ら
な
い
山
間
部
や
狭
い
街

中
へ
乗
入
可
能
に
す
る
制
度

デマンド交通の実験結果とニーズを踏まえ

今後の方向を決めていきたい

問

答

通）』

皆でつくり上げる

問答問

問答

。
乗 合 ワ ゴ ン

予
兆
段
階
か
ら
教
員
が
「「
しし
っっ
かか
りり

気気
付付
きき
、、
変変
化化
をを
見見
逃逃
ささ
なな
いい
」
と

い
う
こ
と
を
、
各
教
員
も
特
に
注
視

し
て
い
ま
す
。

学
校
で
の
環
境
づ
く
り
や
Ｉ
Ｃ

Ｔ
の
活
用
や
学
習
支
援
は
ど
う

か
。

 

登
校
し
て
も
教
室
に
入
れ
な
い

生
徒
の
た
め
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
を

活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
実
施

や
、
学
校
に
通
え
な
い
児
童
生
徒
向

け
の
自
宅
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の

実
施
な
ど
、
個
々
の
生
徒
の
事
情
に

寄
り
添
っ
た
工
夫
も
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
教
育
委
員
会
で
は
令
和

４
年
度
か
ら
家
庭
教
育
相
談
員
を
配

置
し
、
長
期
欠
席
児
童
生
徒
や
そ
の

家
族
の
悩
み
相
談
に
あ
た
っ
て
い
ま

す
。
相
談
だ
け
で
な
く
、
希
望
が
あ

れ
ば
生
徒
が
自
分
の
ペ
ー
ス
で
過
ご

せ
る
よ
う
公
民
館
の
一
室
を
開
放
し

て
い
ま
す
。
新
た
に
令
和
６
年
度
か

ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
子
ど
も
家
庭
サ
ポ

ー
ト
ち
ば
」
と
連
携
し
、
希
望
さ
れ

る
家
庭
に
対
し
、
弁
当
の
宅
配
や
自

宅
で
の
学
習
支
援
を
行
い
な
が
ら
見

守
り
活
動
を
強
化
し
ま
す
。

 

学
校
で
も
家
庭
で
も
な
い
「
第

３
の
居
場
所
」
は
あ
る
か
。

全全
てて
のの
子子
どど
もも
一一
人人
一一
人人
がが
毎毎
日日
をを

幸幸
せせ
にに
送送
っっ
てて
ほほ
しし
いい
、、
どど
のの
子子
もも
未未

来来
へへ
のの
希希
望望
をを
諦諦
めめ
なな
いい
でで
ほほ
しし
いい
、、

そそ
のの
たた
めめ
にに
学学
校校
やや
行行
政政
、、
私私
たた
ちち
大大

人人
はは
でで
きき
るる
限限
りり
のの
ここ
とと
をを
しし
なな
けけ
れれ

ばば
なな
らら
なな
いい
とと
思思
うう
がが
、、
町町
のの
取取
りり
組組

みみ
はは
どど
うう
かか
。。

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 学
童
保
育
や
公
民
館
の
他
、
令
和

５
年
度
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス

ク
ー
ル
を
導
入
し
、
地
域
学
校
協
働
活

動
を
展
開
し
「
放
課
後
子
ど
も
教
室
」

を
毎
週
１
回
開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た

青
少
年
相
談
員
や
地
域
の
皆
さ
ん
の
協

力
を
得
て
様
々
な
行
事
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
活
動
自
体
が
子
ど
も

た
ち
の
居
場
所
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

て
い
ま
す
。
「
社
会
教
育
活
動
」
を
充

実
さ
せ
「
地
域
全
体
で
子
ど
も
を
見
守

る
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
」
を
推

進
し
ま
す
。

答答
「地域全体で子どもたちを 

答答

問問  

東東  愛愛乃乃  議議員員  

長長期期欠欠席席とと子子どどもものの居居場場所所づづくくりりへへのの  

－１０－ 

問問  

一一般般質質問問④④  令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

小
中
学
校
に
お
け
る
長
期
欠
席
児

童
生
徒
の
現
状
と
取
り
組
み
は
ど

う
か
。
ま
た
傾
向
が
見
ら
れ
た
児
童
生

徒
に
対
し
て
の
対
応
は
ど
う
か
。

令
和
６
年
１
月
末
現
在
、
小
中
学

校
合
わ
せ
て

10

数
名
ほ
ど
で

す
。
通
算
で
年
間
30
日
以
上
欠
席
と
な

っ
た
児
童
生
徒
（
病
気
等
で
入
院
に
至

る
場
合
も
含
む
）
が
該
当
し
ま
す
。
欠

席
理
由
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
要
素
が

複
合
的
に
絡
み
合
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

各
学
校
で
の
対
応
は
、
生
徒
指
導
委

員
会
等
の
中
で
職
員
相
互
で
情
報
共
有

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ス
ク
ー
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
、
安
房
保
健
所
の
家
庭
相
談
員
や

訪
問
相
談
担
当
教
員
な
ど
専
門
家
の
意

見
を
頂
き
な
が
ら
、
個
々
の
事
案
に
対

応
し
た
初
動
対
応
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

問問  答答

問問  答答

見守ることのできるまちづくり」を推進 

取取りり組組みみはは  
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鋸
南
町
で
は
、
過
疎
化
・
高
齢
化
に

伴
う
移
動
手
段
の
確
保
に
向
け
て
、
昨

年
１０
月
よ
り
「
予
約
制
乗
り
合
い
ワ

ゴ
ン
（
デ
マ
ン
ド
）
制
度
」
を
導
入
し

て
、
「
循
環
バ
ス
（
赤
青
バ
ス
）
」
の
代

わ
り
と
な
り
得
る
か
、
切
替
前
提
で
実

証
運
行
を
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
日
当
た
り
の
利

用
者
数
は
、
バ
ス
２６
人
に
対
し
て
、

デ
マ
ン
ド
交
通
４
人
と
、
２２
人
も
の

大
き
な
差
が
あ
り
、
利
用
者
増
加
も
見

ら
れ
な
い
。

こ
の
状
態
で
半
年
後
に
バ
ス
を
廃
止

し
て
、
デ
マ
ン
ド
へ
全
面
切
替
し
た
場

合
、
多
く
の
方
の
利
用
ニ
ー
ズ
に
合
わ

ず
、
外
出
機
会
を
奪
っ
て
し
ま
う
ば
か

り
か
、
財
政
的
に
も
厳
し
く
な
る
こ
と

が
予
測
さ
れ
る
。

今
、
ご
高
齢
の
方
が
日
常
で
求
め
て

い
る
移
動
方
式
や
行
き
先
と
は
何
か
？

半
年
後
、
更
に
は
将
来
に
向
け
た
交
通

手
段
の
新
た
な
在
り
か
た
を
作
り
上
げ

る
た
め
に
、
住
民
を
交
え
た
以
下
の
進

め
方
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
可

否
を
問
う
。

こ
と
に
つ
い
て
。

行
政
区
域
外
へ
の
乗
入
に
つ
い
て

は
、
乗
入
先
の
合
意
が
得
ら
れ
れ

ば
実
現
可
能
な
こ
と
が
判
り
、
具
体
的

な
実
施
時
期
や
乗
降
場
所
な
ど
今
後
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

山
間
部
と
平
野
部
に
お
住
い
の

方
々
の
、
実
情
に
即
し
た
移
動
方

法
や
ル
ー
ト
の
見
直
し
を
行
う
。
そ
の

た
め
の
、
新
制
度
（
空
白
地
有
償
運
送

※
）
の
導
入
等
を
検
討
す
る
こ
と
に
つ

い
て
。空

白
地
有
償
運
送
は
、
近
隣
市
で

も
導
入
事
例
が
あ
り
ま
す
が
、
料

金
・
事
業
主
体
・
ド
ラ
イ
バ
ー
確
保

等
、
諸
課
題
が
あ
る
の
で
、
エ
リ
ア
を

区
切
っ
て
の
研
究
と
実
験
を
考
え
て
い

き
ま
す。

半
年
後
の
、
切
替
え
可
否
判
断
に

つ
い
て
は
、
行
政
だ
け
で
決
定
す

る
の
で
は
な
く
、
住
民
を
交
え
た
『
公

共
交
通
会
議
』
を
設
け
、
対
応
を
決
め

る
。次

に
、
「
将
来
の
鋸
南
町
の
姿
に
合

っ
た
交
通
手
段
は
ど
う
い
う
ス
タ
イ
ル

か
？
」
を
、
住
民
参
加
で
今
後
も
継
続

的
に
審
議
・
実
験
す
る
進
め
方
に
変
え

る
、
と
い
う
こ
と
つ
い
て
。

デ
マ
ン
ド
交
通
の
実
証
運
行
期
間

中
、
ま
ず
は
登
録
者
数
の
増
加
と

周
知
活
動
に
注
力
し
、
利
用
状
況
や
乗

降
調
査
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
継
続
的

に
分
析
評
価
し
、
半
年
後
そ
の
結
果
で

切
替
可
否
を
判
断
し
ま
す
。

将
来
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
情
報
機

器
に
対
応
で
き
る
年
代
が
主
流
に
な

り
、
か
つ
先
進
的
な
移
動
手
段
の
展
開

で
、
状
況
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
動
向
を
把
握
し
つ

つ
、
当
面
は
行
政
主
体
で
交
通
体
系
を

考
え
て
い
き
ま
す
が
、
今
回
の
住
民
の

意
見
を
取
り
込
ん
だ
進
め
方
の
提
案
に

つ
い
て
は
理
解
で
き
ま
す
の
で
、
検
討

し
ま
す
。

バ
ス
あ
る
い
は
デ
マ
ン
ド
交
通
に

住
民
希
望
の
多
い
「
隣
接
の
町
外

（
富
楽
里
等
）
へ
の
利
用
」
が
で
き
る

よ
う
、
関
係
所
轄
と
の
調
整
を
進
め
る

問

答
デマンド交通の実験結果とニーズを踏まえ

中村 基 議員

答

令和６年３月定例会

『町民の‘足’（交通）』

－１１－

一般質問⑤

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
交
通
手
段

を
、
現
在
と
将
来
に
渡
り
、
住
民
参

画
で
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て

※

空
白
地
有
償
運
送

バ
ス
の

通
ら
な
い
山
間
部
や
狭
い
街

中
へ
乗
入
可
能
に
す
る
制
度

デマンド交通の実験結果とニーズを踏まえ

今後の方向を決めていきたい

問

答

通）』

皆でつくり上げる

問答問

問答

。
乗 合 ワ ゴ ン

予
兆
段
階
か
ら
教
員
が
「「
しし
っっ
かか
りり

気気
付付
きき
、、
変変
化化
をを
見見
逃逃
ささ
なな
いい
」
と

い
う
こ
と
を
、
各
教
員
も
特
に
注
視

し
て
い
ま
す
。

学
校
で
の
環
境
づ
く
り
や
Ｉ
Ｃ

Ｔ
の
活
用
や
学
習
支
援
は
ど
う

か
。

 

登
校
し
て
も
教
室
に
入
れ
な
い

生
徒
の
た
め
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
を

活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
実
施

や
、
学
校
に
通
え
な
い
児
童
生
徒
向

け
の
自
宅
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の

実
施
な
ど
、
個
々
の
生
徒
の
事
情
に

寄
り
添
っ
た
工
夫
も
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
教
育
委
員
会
で
は
令
和

４
年
度
か
ら
家
庭
教
育
相
談
員
を
配

置
し
、
長
期
欠
席
児
童
生
徒
や
そ
の

家
族
の
悩
み
相
談
に
あ
た
っ
て
い
ま

す
。
相
談
だ
け
で
な
く
、
希
望
が
あ

れ
ば
生
徒
が
自
分
の
ペ
ー
ス
で
過
ご

せ
る
よ
う
公
民
館
の
一
室
を
開
放
し

て
い
ま
す
。
新
た
に
令
和
６
年
度
か

ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
子
ど
も
家
庭
サ
ポ

ー
ト
ち
ば
」
と
連
携
し
、
希
望
さ
れ

る
家
庭
に
対
し
、
弁
当
の
宅
配
や
自

宅
で
の
学
習
支
援
を
行
い
な
が
ら
見

守
り
活
動
を
強
化
し
ま
す
。

 

学
校
で
も
家
庭
で
も
な
い
「
第

３
の
居
場
所
」
は
あ
る
か
。

全全
てて
のの
子子
どど
もも
一一
人人
一一
人人
がが
毎毎
日日
をを

幸幸
せせ
にに
送送
っっ
てて
ほほ
しし
いい
、、
どど
のの
子子
もも
未未

来来
へへ
のの
希希
望望
をを
諦諦
めめ
なな
いい
でで
ほほ
しし
いい
、、

そそ
のの
たた
めめ
にに
学学
校校
やや
行行
政政
、、
私私
たた
ちち
大大

人人
はは
でで
きき
るる
限限
りり
のの
ここ
とと
をを
しし
なな
けけ
れれ

ばば
なな
らら
なな
いい
とと
思思
うう
がが
、、
町町
のの
取取
りり
組組

みみ
はは
どど
うう
かか
。。

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 学
童
保
育
や
公
民
館
の
他
、
令
和

５
年
度
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス

ク
ー
ル
を
導
入
し
、
地
域
学
校
協
働
活

動
を
展
開
し
「
放
課
後
子
ど
も
教
室
」

を
毎
週
１
回
開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た

青
少
年
相
談
員
や
地
域
の
皆
さ
ん
の
協

力
を
得
て
様
々
な
行
事
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
活
動
自
体
が
子
ど
も

た
ち
の
居
場
所
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

て
い
ま
す
。
「
社
会
教
育
活
動
」
を
充

実
さ
せ
「
地
域
全
体
で
子
ど
も
を
見
守

る
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
」
を
推

進
し
ま
す
。

答答
「地域全体で子どもたちを 

答答

問問  

東東  愛愛乃乃  議議員員  

長長期期欠欠席席とと子子どどもものの居居場場所所づづくくりりへへのの  

－１０－ 

問問  

一一般般質質問問④④  令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

小
中
学
校
に
お
け
る
長
期
欠
席
児

童
生
徒
の
現
状
と
取
り
組
み
は
ど

う
か
。
ま
た
傾
向
が
見
ら
れ
た
児
童
生

徒
に
対
し
て
の
対
応
は
ど
う
か
。

令
和
６
年
１
月
末
現
在
、
小
中
学

校
合
わ
せ
て

10

数
名
ほ
ど
で

す
。
通
算
で
年
間
30
日
以
上
欠
席
と
な

っ
た
児
童
生
徒
（
病
気
等
で
入
院
に
至

る
場
合
も
含
む
）
が
該
当
し
ま
す
。
欠

席
理
由
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
要
素
が

複
合
的
に
絡
み
合
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

各
学
校
で
の
対
応
は
、
生
徒
指
導
委

員
会
等
の
中
で
職
員
相
互
で
情
報
共
有

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ス
ク
ー
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
、
安
房
保
健
所
の
家
庭
相
談
員
や

訪
問
相
談
担
当
教
員
な
ど
専
門
家
の
意

見
を
頂
き
な
が
ら
、
個
々
の
事
案
に
対

応
し
た
初
動
対
応
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

問問  答答

問問  答答

見守ることのできるまちづくり」を推進 

取取りり組組みみはは  
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電
子
カ
ル
テ
等
、
医
療
Ｄ
Ｘ

へ
の
取
組
状
況
は
ど
う
か
。 

電

子

カ

ル

テ

は

未

導

入

で

す
。
他
の
医
療
機
関
と
の
規

格
・
様
式
の
統
一
、
維
持
費
用
、
操
作

教
育
の
実
施
等
の
課
題
が
あ
り
、
院
内

の
合
意
を
得
な
が
ら
進
め
て
い
く
方
針

で
す
。

「
巡
回
医
療
」
は
実
現
可
能

か
。
診
療
の
た
め
病
院
に
出
向

く
の
で
は
な
く
、
逆
に
医
師
が
各
地
区

の
コ
ミ
セ
ン
等
を
定
期
的
に
訪
問
し
、

住
民
の
体
調
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る

と
い
う
も
の
。
ち
ょ
っ
と
し
た
身
体
の

不
調
時
に
、
様
子
を
み
る
べ
き
か
、
病

院
へ
行
く
べ
き
か
、
医
師
の
助
言
は
大

き
な
安
心
に
つ
な
が
る
は
ず
だ
。

「
巡
回
診
療
」
は
、
無
医
地
域
に

限
り
認
め
ら
れ
る
の
で
適
用
は

難
し
い
で
す
が
、
「
医
師
巡
回
相
談
会
」

で
あ
れ
ば
、
医
師
の
訪
問
頻
度
の
問
題

は
あ
る
も
の
の
検
討
は
可
能
で
す
。

鋸
南
病
院
の
あ
り
方
、
運
営
の

方
針
は
ど
う
か
。

総
務
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿

い
、
公
立
病
院
の
「
経
営
強
化

プ
ラ
ン
」
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

救
急
医
療
体
制
の
維
持
、
在
宅
医
療
、

訪
問
診
療
を
充
実
さ
せ
ま
す
。
医
師
、

看
護
師
の
人
材
確
保
に
努
め
る
こ
と
、

さ
ら
に
新
興
感
染
症
の
院
内
感
染
防
止

対
策
の
徹
底
や
知
識
の
向
上
、
共
有
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。

施
設
の
建
て
替
え
や
移
設
の
検

討
は
行
っ
て
い
る
か
。

現
時
点
で
具
体
的
な
検
討
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
施
設
の
老
朽
化

に
よ
る
修
繕
費
用
の
増
大
や
、
地
震
・

津
波
リ
ス
ク
や
耐
震
化
、
周
辺
医
療
機

関
と
の
連
携
な
ど
が
課
題
で
す
。

救
急
医
療
を
担
う
鋸
南
病
院
だ

が
、
そ
の
実
態
は
ど
う
か
。

令
和
元
年
以
降
の
救
急
搬
送
の

受
け
入
れ
件
数
は
、
年
間
200
件

前
後
で
推
移
し
て
い
ま
す
。
軽
度
傷
病

で
の
不
適
正
利
用
に
対
し
て
は
町
報
で

注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
ま
す
。
受
入
可

能
な
救
急
外
来
は
現
状
一
名
に
限
ら
れ

る
の
で
、
救
急
本
部
と
の
情
報
共
有
の

強
化
を
図
り
ま
す
。

 

 

 

成
年
後
見
制
度
は
、
被
後
見
人

の
財
産
管
理
や
福
祉
施
設
等
と

の
契
約
を
代
理
す
る
な
ど
、
人
権
擁
護

の
た
め
の
重
要
な
制
度
で
あ
る
が
、
町

民
の
認
知
度
が
低
い
。
取
組
目
標
、
利

用
促
進
に
あ
た
っ
て
の
課
題
は
何
か
。

成
年
後
見
制
度
の
促
進
の
た

め
、
平
成
31
年
に
近
隣
３
市
と

安
房
権
利
擁
護
推
進
セ
ン
タ
ー
を
設

立
、
そ
の
運
営
を
鴨
川
市
社
協
が
行

い
、
相
談
件
数
は
年
間
120
件
（
令
和
５

年
予
測
）
と
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

当
町
の
受
付
窓
口
は
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
で
あ
り
、
適
切
に
支
援
内
容
の

説
明
や
助
言
が
行
え
る
よ
う
職
員
の
資

質
向
上
を
図
る
こ
と
、
ま
た
弁
護
士
な

ど
の
専
門
職
後
見
人
は
不
足
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
代
わ
る
市
民
後
見

人
の
育
成
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

鋸
南
町
で
は
、
制
度
利
用
の

際
、
費
用
助
成
が
あ
る
の
か
。

あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
が
広
報

さ
れ
て
お
ら
ず
、
問
題
で
は
な
い
か
。

月
額
２
万
８
０
０
０
円
を
上
限

と
す
る
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
内
容
が
広
報
さ
れ
て
い
る
か

早
急
に
確
認
し
、
有
効
な
対
策
を
講
じ

る
こ
と
と
し
ま
す
。

地域での医師巡回相談会

の実現を 

問問  

答答  検討は可能です 

令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

竹竹田田  和和明明  議議員員  

定期的な医師巡回相談会の実施を 

一一般般質質問問⑦⑦  

－１３－ 

問問  問問  問問  
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南南
病病
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にに
つつ
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てて

成成
年年
後後
見見
制制
度度
にに
つつ
いい
てて

問問  問問  
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答答答答

答答  答答
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防
災
メ
ー
ル
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
登
録

者
を
増
や
す
取
り
組
み
は
。

 

町
報
に
年
１
回
程
度
ご
案
内
し

て
い
ま
す
。
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
登
録
で
き
ま
す
。
今
後
、

町
報
へ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
掲
載
な
ど

大
変
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
検

討
し
ま
す
。

学
童
保
育
が
設
置
さ
れ
た
経
緯

と
現
状
は
。

町
で
は
、
平
成
１２
年
１０
月
に

保
田
小
学
校
の
空
き
教
室
を
利

用
し
て
、
保
護
者
が
自
主
運
営
で
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
保
護

者
の
要
望
を
受
け
、
平
成
13
年
４

月
か
ら
、
鋸
南
町
学
童
保
育
所
と
し

て
名
称
を
改
め
、
公
設
公
営
の
運
営

と
な
り
ま
し
た
。

令
和
６
年
２
月
現
在
の
学
童
保
育

所
児
童
数
は
、
小
学
生
１
８
７
人
中

入
所
児
童
数
は
６３
人
で
３４
％
、
幼

稚
園
一
時
預
か
り
保
育
所
は
幼
稚
園

児
５７
人
中
、
入
所
児
童
数
は
４２
人

で
７４
％
が
利
用
し
て
い
ま
す
。

学
童
保
育
所
と
幼
稚
園
一
時
預

か
り
保
育
所
の
民
間
委
託
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
か
。

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

答答 積極的に防災対策の見直し修正に繋げたい 

防防
災災
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

問問  

笹笹生生  ああすすかか  議議員員  

防防災災対対策策のの見見直直ししはは  

－１２－ 

一一般般質質問問⑥⑥  令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

能
登
半
島
地
震
の
発
生
後
、
町

で
は
防
災
対
策
の
見
直
し
を
検

討
し
た
か
。

半
島
で
発
生
し
た
災
害
で
あ

り
、
防
災
体
制
、
災
害
対
策
に 

つ
い
て
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
ま
す
。

現
地
に
は
当
町
か
ら
も
職
員
を
派
遣

し
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
見
聞

や
、
今
後
、
国
や
県
の
分
析
等
も
踏
ま

え
、
総
合
的
に
判
断
を
し
た
上
で
、
取

り
入
れ
る
べ
き
事
項
を
見
極
め
、
積
極

的
に
当
町
の
防
災
体
制
の
見
直
し
、
修

正
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

町
か
ら
何
名
派
遣
さ
れ
、
ど
の
よ

う
な
職
務
内
容
か
。

珠
洲
市
に
対
口
支
援
と
し
て
２
名

派
遣
し
ま
し
た
。
今
後
３
名
の
職

員
を
派
遣
す
る
予
定
で
す
。
職
務
の
内

容
は
、
避
難
所
運
営
及
び
被
害
家
屋
調

査
の
支
援
で
す
。

被
災
地
派
遣
で
の
体
験
報
告
会
な

ど
を
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

防
災
対
策
等
に
も
活
か
さ
れ
る
と

考
え
て
い
ま
す
の
で
、
検
討
し
ま

す
。

答答

現
在
は
、
有
資
格
者
の
支
援
員

を
中
心
に
、
無
資
格
者
の
支
援

員
と
協
力
し
て
運
営
し
、
い
ず
れ
も

町
が
雇
用
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

で
す
。
次
年
度
か
ら
は
、
委
託
業
者

の
社
員
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

組
織
体
制
も
一
新
さ
れ
、
全
体
的

な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
、
業

務
総
括
責
任
者
が
委
託
業
者
か
ら
配

置
さ
れ
、
そ
の
下
に
支
援
員
の
中
か

ら
選
考
さ
れ
た
業
務
責
任
者
を
配
置

し
運
営
し
て
い
き
ま
す
。

他
の
学
童
保
育
所
等
の
立
ち
上
げ

に
も
関
わ
り
、
運
営
ス
キ
ル
も
豊
富

な
こ
と
か
ら
、
本
町
の
多
様
化
す
る

保
育
事
情
に
応
じ
た
運
営
体
制
が
期

待
で
き
ま
す
。
ま
た
、
き
め
細
や
か

な
支
援
員
の
教
育
体
制
も
整
う
こ
と

で
、
町
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向

上
が
期
待
で
き
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

保
育
時
間
の
延
長
、
特
に
朝
の

預
か
り
時
間
を
早
め
て
欲
し
い

と
の
保
護
者
の
声
が
多
い
が
、
ど
う

か
。

保
育
時
間
の
３０
分
延
長
を
要
件

に
加
え
業
者
選
定
し
ま
し
た
。

朝
の
預
か
り
時
間
に
関
し
て
は
、
改

善
策
を
模
索
し
て
い
き
ま
す
。

問問  

答答

問問  

問問  

問問  答答

答答

答答

問問  問問  

問問  答答答答

学学
童童
保保
育育
にに
つつ
いい
てて
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等
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Ｘ
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療
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図
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育
が
設
置
さ
れ
た
経
緯

と
現
状
は
。

町
で
は
、
平
成
１２
年
１０
月
に

保
田
小
学
校
の
空
き
教
室
を
利

用
し
て
、
保
護
者
が
自
主
運
営
で
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
保
護

者
の
要
望
を
受
け
、
平
成
13
年
４

月
か
ら
、
鋸
南
町
学
童
保
育
所
と
し

て
名
称
を
改
め
、
公
設
公
営
の
運
営

と
な
り
ま
し
た
。

令
和
６
年
２
月
現
在
の
学
童
保
育

所
児
童
数
は
、
小
学
生
１
８
７
人
中

入
所
児
童
数
は
６３
人
で
３４
％
、
幼

稚
園
一
時
預
か
り
保
育
所
は
幼
稚
園

児
５７
人
中
、
入
所
児
童
数
は
４２
人

で
７４
％
が
利
用
し
て
い
ま
す
。

学
童
保
育
所
と
幼
稚
園
一
時
預

か
り
保
育
所
の
民
間
委
託
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
か
。

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

答答 積極的に防災対策の見直し修正に繋げたい 

防防
災災
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

問問  

笹笹生生  ああすすかか  議議員員  

防防災災対対策策のの見見直直ししはは  

－１２－ 

一一般般質質問問⑥⑥  令令和和６６年年３３月月定定例例会会  

能
登
半
島
地
震
の
発
生
後
、
町

で
は
防
災
対
策
の
見
直
し
を
検

討
し
た
か
。

半
島
で
発
生
し
た
災
害
で
あ

り
、
防
災
体
制
、
災
害
対
策
に 

つ
い
て
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
ま
す
。

現
地
に
は
当
町
か
ら
も
職
員
を
派
遣

し
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
見
聞

や
、
今
後
、
国
や
県
の
分
析
等
も
踏
ま

え
、
総
合
的
に
判
断
を
し
た
上
で
、
取

り
入
れ
る
べ
き
事
項
を
見
極
め
、
積
極

的
に
当
町
の
防
災
体
制
の
見
直
し
、
修

正
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

町
か
ら
何
名
派
遣
さ
れ
、
ど
の
よ

う
な
職
務
内
容
か
。

珠
洲
市
に
対
口
支
援
と
し
て
２
名

派
遣
し
ま
し
た
。
今
後
３
名
の
職

員
を
派
遣
す
る
予
定
で
す
。
職
務
の
内

容
は
、
避
難
所
運
営
及
び
被
害
家
屋
調

査
の
支
援
で
す
。

被
災
地
派
遣
で
の
体
験
報
告
会
な

ど
を
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

防
災
対
策
等
に
も
活
か
さ
れ
る
と

考
え
て
い
ま
す
の
で
、
検
討
し
ま

す
。

答答

現
在
は
、
有
資
格
者
の
支
援
員

を
中
心
に
、
無
資
格
者
の
支
援

員
と
協
力
し
て
運
営
し
、
い
ず
れ
も

町
が
雇
用
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

で
す
。
次
年
度
か
ら
は
、
委
託
業
者

の
社
員
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

組
織
体
制
も
一
新
さ
れ
、
全
体
的

な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
、
業

務
総
括
責
任
者
が
委
託
業
者
か
ら
配

置
さ
れ
、
そ
の
下
に
支
援
員
の
中
か

ら
選
考
さ
れ
た
業
務
責
任
者
を
配
置

し
運
営
し
て
い
き
ま
す
。

他
の
学
童
保
育
所
等
の
立
ち
上
げ

に
も
関
わ
り
、
運
営
ス
キ
ル
も
豊
富

な
こ
と
か
ら
、
本
町
の
多
様
化
す
る

保
育
事
情
に
応
じ
た
運
営
体
制
が
期

待
で
き
ま
す
。
ま
た
、
き
め
細
や
か

な
支
援
員
の
教
育
体
制
も
整
う
こ
と

で
、
町
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向

上
が
期
待
で
き
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

保
育
時
間
の
延
長
、
特
に
朝
の

預
か
り
時
間
を
早
め
て
欲
し
い

と
の
保
護
者
の
声
が
多
い
が
、
ど
う

か
。

保
育
時
間
の
３０
分
延
長
を
要
件

に
加
え
業
者
選
定
し
ま
し
た
。

朝
の
預
か
り
時
間
に
関
し
て
は
、
改

善
策
を
模
索
し
て
い
き
ま
す
。

問問  

答答

問問  

問問  

問問  答答

答答

答答

問問  問問  

問問  答答答答

学学
童童
保保
育育
にに
つつ
いい
てて

－ 13 －



を
聞
き
検
討
し
ま
す
。

問問

松
く
い
虫
被
害
対
策
に
つ
い

て
、
ネ
オ
ニ
コ
チ
ノ
イ
ド
系
の
農
薬

を
使
用
し
て
い
る
が
、
世
界
的
に
規

制
の
動
き
が
あ
る
。
通
学
路
も
あ
る

た
め
、
環
境
に
や
さ
し
い
も
の
に
変

更
す
る
な
ど
検
討
し
な
い
か
。

答答

委
託
事
業
者
と
協
議
検
討
し

ま
す
。

問問

木
造
住
宅
耐
震
診
断
費
補
助

金
の
交
付
要
件
は
。

答答

セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
に

よ
り
、
自
身
で
診
断
し
て
い
た
だ
き
、

耐
震
性
が
な
い
と
さ
れ
た
場
合
に

専
門
家
が
耐
震
診
断
を
し
ま
す
。
昭

和
56
年
の
建
築
基
準
法
の
改
正
以

前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
が
対

象
で
す
。

問問

中
学
校
の
ト
イ
レ
は
避
難
所

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
想
定
し

て
い
る
の
か
。

答答

避
難
所
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
を
想
定
し
、
体
育
館
の
ト
イ
レ
は

手
す
り
付
き
の
も
の
を
設
置
し
ま

す
。

問問

校
舎
の
有
効
利
用
は
検
討
し

て
い
る
か
。

答答

総
合
教
育
会
議
で
も
有
効
活

用
は
必
要
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
お

り
、
生
徒
数
の
減
少
を
視
野
に
入
れ
、

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問問

部
活
動
の
地
域
移
行
に
関
す
る

部
活
動
外
部
指
導
員
報
酬
の
予
算
計

上
額
と
そ
の
根
拠
は
。

答答

部
活
動
に
よ
っ
て
指
導
時
間
が

異
な
り
ま
す
が
、
卓
球
・
バ
レ
ー
ボ

ー
ル
・
柔
道
・
剣
道
・
水
泳
の
外
部
指

導
員
５
名
分
、
２
０
２
万
５
千
円
を

計
上
し
ま
し
た
。

問問

学
童
保
育
所
の
運
営
を
委
託
す

る
が
、
委
託
業
者
や
指
導
員
、
教
育

委
員
会
、
保
護
者
と
の
協
議
の
継
続

は
予
定
し
て
い
る
か
。

答答

現
在
、
指
導
員
と
の
月
例
会
議

を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
４
月
以
降

も
継
続
し
ま
す
。

  

問問

特
定
健
診
受
診
率
向
上
事
業
業

務
委
託
に
つ
い
て
、
特
定
健
診
の
受

診
率
向
上
の
た
め
に
新
た
な
施
策
が

あ
る
か
。

答答

こ
の
事
業
は
平
成
30
年
度
か
ら

実
施
し
て
お
り
、
新
た
な
施
策
と
し

て
は
健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
を
一
般
会

計
で
計
上
し
て
い
ま
す
。

 

問問

第
９
期
の
介
護
事
業
計
画
が
始

ま
る
が
、
具
体
的
に
ど
う
変
わ
る
の

か
。

答答

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深

化
・
推
進
に
向
け
た
取
り
組
み
に
重

点
を
置
き
、
前
期
計
画
期
間
中
は
生

活
機
能
向
上
事
業
と
し
て
提
供
し
て

い
た
も
の
を
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
Ａ

に
移
行
し
、
ミ
ニ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
実
施
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
介

護
給
付
費
の
適
正
化
、
重
層
的
支
援

体
制
整
備
事
業
を
推
進
し
ま
す
。

  

問問

き
さ
ら
ぎ
会
の
経
営
状
況
に
よ

っ
て
指
定
管
理
者
交
付
金
７
０
０
０

万
円
が
増
減
す
る
こ
と
が
あ
る
か
。

答答

指
定
管
理
料
と
し
て
、
上
限
７

０
０
０
万
円
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
経
営
状
況
を
見
て
双
方
で
協
議

し
ま
す
。

問問

前
年
度
と
比
較
し
、
現
金
預
金

の
期
末
残
高
が
増
加
し
て
い
る
が
、

町
の
方
針
は
。

答答

経
営
に
必
要
な
水
道
料
金
は
減

収
傾
向
で
あ
り
、
県
と
町
の
補
助
金

が
な
く
て
は
厳
し
い
状
況
で
す
。
緊

急
対
応
な
ど
、
有
事
の
際
の
備
え
と

し
て
蓄
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【建
設
水
道
課
関
係
】

【教
育
課
関
係
】

 

鋸
南
病
院
事
業
会
計
予
算
の

主
な
質
疑 

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予

算
の
主
な
質
疑 

水
道
事
業
会
計
予
算
の
主
な

質
疑 

令和６年度当初予算 

一 般 会 計 ４３億１６３３万６千円 

国民健康保険特別会計 １０億４８５６万７千円 

後期高齢者医療特別会計 １億６７０６万６千円 

介 護 保 険 特 別 会 計 １５億 ４４５万１千円 

鋸 南 病 院 事 業 会 計 
(収益的支出+資本的支出) 

１億２８８４万５千円 

水 道 事 業 会 計 
(収益的支出+資本的支出) 

７億６８８８万２千円 

介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
の

主
な
質
疑 

－１５－ 

問問

既
存
の
町
有
施
設
の
今
後
の

有
効
利
用
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
対

策
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
。

答答

町
有
施
設
は
各
種
施
策
や
目

的
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る

た
め
、
町
が
管
理
し
、
利
用
を
促
進

す
る
こ
と
で
住
民
福
祉
の
向
上
に

繋
げ
る
こ
と
が
役
割
と
認
識
し
て

い
ま
す
。
利
用
率
を
高
め
、
有
効
利

用
し
て
い
く
こ
と
は
必
然
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
利
用
率
の
低
い
各
施

設
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
ま
わ

し
、
改
善
点
、
課
題
を
洗
い
出
し
な

が
ら
、
情
報
発
信
等
を
さ
ら
に
強
化

し
て
利
用
増
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

問問

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
業
務
委
託
で
は
、
大
学
生
の
意
見

な
ど
、
多
様
な
分
野
か
ら
の
ア
イ
デ

ィ
ア
の
活
用
を
考
え
て
い
る
か
。

答答

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
で
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

問問

旧
佐
久
間
小
校
庭
整
備
工
事
に

つ
い
て
、
祭
礼
の
た
め
の
整
備
や
緊

急
時
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
離
発
着
と
の

説
明
だ
が
、
今
回
ど
の
よ
う
な
計
画

で
先
行
し
て
整
備
を
行
う
の
か
。

答答

祭
礼
時
に
砂
地
で
あ
る
と
利
用

が
難
し
い
と
い
う
意
見
が
毎
年
あ
り
、

最
優
先
事
項
と
し
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
部

分
の
整
備
を
行
い
ま
す
。

問問

政
教
分
離
と
い
う
点
で
、
祭
礼

目
的
で
こ
れ
だ
け
の
費
用
を
か
け
て

整
備
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
か
。

答答

災
害
防
災
拠
点
や
祭
礼
だ
け
で

な
く
、
Ｂ
Ｂ
Ｑ
ハ
ウ
ス
使
用
時
や
ス

ポ
ー
ツ
を
す
る
な
ど
、
色
々
な
用
途

で
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

問問

貸
別
荘
は
防
災
行
政
無
線
の
戸

別
受
信
機
の
貸
与
対
象
と
な
る
か
。

答答

基
本
は
鋸
南
町
に
住
民
票
の
あ

る
方
が
対
象
で
す
。
住
民
票
の
な
い

方
は
、
自
主
防
災
組
織
に
入
っ
て
い

た
だ
く
な
ど
、
地
域
活
動
を
し
て
い

か
な
け
れ
ば
自
助
共
助
の
部
分
が
成

り
立
っ
て
い
か
な
い
と
考
え
る
の
で
、

検
討
の
余
地
は
あ
り
ま
す
。

問問

後
期
高
齢
者
医
療
受
託
事
業
負

担
金
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
事
業

が
あ
る
か
。

答答

主
に
保
健
福
祉
課
が
担
当
し
、

個
別
支
援
と
し
て
、
生
活
状
況
の
把

握
や
生
活
改
善
の
た
め
の
目
標
立
案

な
ど
、
個
別
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も

の
と
、
対
象
者
を
限
定
し
な
い
ポ
ピ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、

ポ
ー
ル
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
介
護
予
防

教
室
な
ど
で
栄
養
指
導
や
血
圧
測
定

な
ど
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。

問問

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
会
計
年
度

任
用
職
員
に
つ
い
て
、
予
防
プ
ラ
ン

ナ
ー
を
配
置
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、

確
保
で
き
て
い
る
の
か
。

答答

当
初
予
算
可
決
後
に
募
集
を
考

え
て
い
ま
す
。
年
齢
は
不
問
で
す
。

問問

園
芸
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
処
理

事
業
補
助
金
の
対
象
と
事
業
内
容
は
。

答答

町
の
協
議
会
に
対
す
る
補
助
事

業
で
、
廃
棄
さ
れ
る
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ

ス
等
の
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
回
収
し
、

東
金
市
の
処
理
場
に
搬
入
、
処
分
を

行
う
も
の
で
す
。

問問

道
の
駅
保
田
小
の
楽
市
の
入
り

口
に
雨
よ
け
が
必
要
と
考
え
る
が
。

答答

指
定
管
理
者
と
協
議
し
、
意
見

令
和
６
年
度
の
当
初
予
算
は
、議
員
全
員
で
構
成
す
る
予
算
審
査
特
別
委
員
会
（
大
塚
昇
委
員
長
）を
設
置
し
、審
査
を
行
っ

た
。多
く
の
質
疑
が
な
さ
れ
、一
般
会
計
は
賛
成
多
数
、そ
の
他
の
予
算
は
全
員
賛
成
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。一
般
会

計
の
歳
入
歳
出
総
額
は
43
億
１
６
３
３
万
６
千
円
で
、前
年
度
比
0.4
％
、１
７
０
２
万
１
千
円
の
増
と
な
っ
た
。

新
年
度
で
予
定
し
て
い
る
主
な
事
業
は
、公
共
交
通
実
証
運
行
事
業
１
３
７
４
万
８
千
円
、学
童
保
育
管
理
運
営
事
業
３
２
９
１

万
５
千
円
、住
宅
取
得
奨
励
金
交
付
事
業
３
０
０
０
万
円
、中
学
校
ト
イ
レ
改
修
事
業
１
億
２
１
４
０
万
７
千
円
、中
央
公
民
館
ト

イ
レ
改
修
事
業
４
８
４
５
万
５
千
円
な
ど
。

【総
務
企
画
課
関
係
】

【地
域
振
興
課
関
係
】 

【税
務
住
民
課
関
係
】

【保
健
福
祉
課
関
係
】

【総
括
質
疑
】 

介護予防教室のようす 
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を
聞
き
検
討
し
ま
す
。

問問

松
く
い
虫
被
害
対
策
に
つ
い

て
、
ネ
オ
ニ
コ
チ
ノ
イ
ド
系
の
農
薬

を
使
用
し
て
い
る
が
、
世
界
的
に
規

制
の
動
き
が
あ
る
。
通
学
路
も
あ
る

た
め
、
環
境
に
や
さ
し
い
も
の
に
変

更
す
る
な
ど
検
討
し
な
い
か
。

答答

委
託
事
業
者
と
協
議
検
討
し

ま
す
。

問問

木
造
住
宅
耐
震
診
断
費
補
助

金
の
交
付
要
件
は
。

答答

セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
に

よ
り
、
自
身
で
診
断
し
て
い
た
だ
き
、

耐
震
性
が
な
い
と
さ
れ
た
場
合
に

専
門
家
が
耐
震
診
断
を
し
ま
す
。
昭

和
56
年
の
建
築
基
準
法
の
改
正
以

前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
が
対

象
で
す
。

問問

中
学
校
の
ト
イ
レ
は
避
難
所

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
想
定
し

て
い
る
の
か
。

答答

避
難
所
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
を
想
定
し
、
体
育
館
の
ト
イ
レ
は

手
す
り
付
き
の
も
の
を
設
置
し
ま

す
。

問問

校
舎
の
有
効
利
用
は
検
討
し

て
い
る
か
。

答答

総
合
教
育
会
議
で
も
有
効
活

用
は
必
要
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
お

り
、
生
徒
数
の
減
少
を
視
野
に
入
れ
、

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問問

部
活
動
の
地
域
移
行
に
関
す
る

部
活
動
外
部
指
導
員
報
酬
の
予
算
計

上
額
と
そ
の
根
拠
は
。

答答

部
活
動
に
よ
っ
て
指
導
時
間
が

異
な
り
ま
す
が
、
卓
球
・
バ
レ
ー
ボ

ー
ル
・
柔
道
・
剣
道
・
水
泳
の
外
部
指

導
員
５
名
分
、
２
０
２
万
５
千
円
を

計
上
し
ま
し
た
。

問問

学
童
保
育
所
の
運
営
を
委
託
す

る
が
、
委
託
業
者
や
指
導
員
、
教
育

委
員
会
、
保
護
者
と
の
協
議
の
継
続

は
予
定
し
て
い
る
か
。

答答

現
在
、
指
導
員
と
の
月
例
会
議

を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
４
月
以
降

も
継
続
し
ま
す
。

  

問問

特
定
健
診
受
診
率
向
上
事
業
業

務
委
託
に
つ
い
て
、
特
定
健
診
の
受

診
率
向
上
の
た
め
に
新
た
な
施
策
が

あ
る
か
。

答答

こ
の
事
業
は
平
成
30
年
度
か
ら

実
施
し
て
お
り
、
新
た
な
施
策
と
し

て
は
健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
を
一
般
会

計
で
計
上
し
て
い
ま
す
。

 

問問

第
９
期
の
介
護
事
業
計
画
が
始

ま
る
が
、
具
体
的
に
ど
う
変
わ
る
の

か
。

答答

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深

化
・
推
進
に
向
け
た
取
り
組
み
に
重

点
を
置
き
、
前
期
計
画
期
間
中
は
生

活
機
能
向
上
事
業
と
し
て
提
供
し
て

い
た
も
の
を
、
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
Ａ

に
移
行
し
、
ミ
ニ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
実
施
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
介

護
給
付
費
の
適
正
化
、
重
層
的
支
援

体
制
整
備
事
業
を
推
進
し
ま
す
。

  
問問

き
さ
ら
ぎ
会
の
経
営
状
況
に
よ

っ
て
指
定
管
理
者
交
付
金
７
０
０
０

万
円
が
増
減
す
る
こ
と
が
あ
る
か
。

答答

指
定
管
理
料
と
し
て
、
上
限
７

０
０
０
万
円
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
経
営
状
況
を
見
て
双
方
で
協
議

し
ま
す
。

問問

前
年
度
と
比
較
し
、
現
金
預
金

の
期
末
残
高
が
増
加
し
て
い
る
が
、

町
の
方
針
は
。

答答

経
営
に
必
要
な
水
道
料
金
は
減

収
傾
向
で
あ
り
、
県
と
町
の
補
助
金

が
な
く
て
は
厳
し
い
状
況
で
す
。
緊

急
対
応
な
ど
、
有
事
の
際
の
備
え
と

し
て
蓄
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【建
設
水
道
課
関
係
】

【教
育
課
関
係
】

 

鋸
南
病
院
事
業
会
計
予
算
の

主
な
質
疑 

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予

算
の
主
な
質
疑 

水
道
事
業
会
計
予
算
の
主
な

質
疑 

令和６年度当初予算 

一 般 会 計 ４３億１６３３万６千円 

国民健康保険特別会計 １０億４８５６万７千円 

後期高齢者医療特別会計 １億６７０６万６千円 

介 護 保 険 特 別 会 計 １５億 ４４５万１千円 

鋸 南 病 院 事 業 会 計 
(収益的支出+資本的支出) 

１億２８８４万５千円 

水 道 事 業 会 計 
(収益的支出+資本的支出) 

７億６８８８万２千円 

介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
の

主
な
質
疑 

－１５－ 

問問

既
存
の
町
有
施
設
の
今
後
の

有
効
利
用
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
対

策
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
。

答答

町
有
施
設
は
各
種
施
策
や
目

的
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る

た
め
、
町
が
管
理
し
、
利
用
を
促
進

す
る
こ
と
で
住
民
福
祉
の
向
上
に

繋
げ
る
こ
と
が
役
割
と
認
識
し
て

い
ま
す
。
利
用
率
を
高
め
、
有
効
利

用
し
て
い
く
こ
と
は
必
然
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
利
用
率
の
低
い
各
施

設
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
ま
わ

し
、
改
善
点
、
課
題
を
洗
い
出
し
な

が
ら
、
情
報
発
信
等
を
さ
ら
に
強
化

し
て
利
用
増
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

問問

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
業
務
委
託
で
は
、
大
学
生
の
意
見

な
ど
、
多
様
な
分
野
か
ら
の
ア
イ
デ

ィ
ア
の
活
用
を
考
え
て
い
る
か
。

答答

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
で
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

問問

旧
佐
久
間
小
校
庭
整
備
工
事
に

つ
い
て
、
祭
礼
の
た
め
の
整
備
や
緊

急
時
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
離
発
着
と
の

説
明
だ
が
、
今
回
ど
の
よ
う
な
計
画

で
先
行
し
て
整
備
を
行
う
の
か
。

答答

祭
礼
時
に
砂
地
で
あ
る
と
利
用

が
難
し
い
と
い
う
意
見
が
毎
年
あ
り
、

最
優
先
事
項
と
し
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
部

分
の
整
備
を
行
い
ま
す
。

問問

政
教
分
離
と
い
う
点
で
、
祭
礼

目
的
で
こ
れ
だ
け
の
費
用
を
か
け
て

整
備
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
か
。

答答

災
害
防
災
拠
点
や
祭
礼
だ
け
で

な
く
、
Ｂ
Ｂ
Ｑ
ハ
ウ
ス
使
用
時
や
ス

ポ
ー
ツ
を
す
る
な
ど
、
色
々
な
用
途

で
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

問問

貸
別
荘
は
防
災
行
政
無
線
の
戸

別
受
信
機
の
貸
与
対
象
と
な
る
か
。

答答

基
本
は
鋸
南
町
に
住
民
票
の
あ

る
方
が
対
象
で
す
。
住
民
票
の
な
い

方
は
、
自
主
防
災
組
織
に
入
っ
て
い

た
だ
く
な
ど
、
地
域
活
動
を
し
て
い

か
な
け
れ
ば
自
助
共
助
の
部
分
が
成

り
立
っ
て
い
か
な
い
と
考
え
る
の
で
、

検
討
の
余
地
は
あ
り
ま
す
。

問問

後
期
高
齢
者
医
療
受
託
事
業
負

担
金
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
事
業

が
あ
る
か
。

答答

主
に
保
健
福
祉
課
が
担
当
し
、

個
別
支
援
と
し
て
、
生
活
状
況
の
把

握
や
生
活
改
善
の
た
め
の
目
標
立
案

な
ど
、
個
別
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も

の
と
、
対
象
者
を
限
定
し
な
い
ポ
ピ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、

ポ
ー
ル
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
介
護
予
防

教
室
な
ど
で
栄
養
指
導
や
血
圧
測
定

な
ど
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。

問問

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
会
計
年
度

任
用
職
員
に
つ
い
て
、
予
防
プ
ラ
ン

ナ
ー
を
配
置
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、

確
保
で
き
て
い
る
の
か
。

答答

当
初
予
算
可
決
後
に
募
集
を
考

え
て
い
ま
す
。
年
齢
は
不
問
で
す
。

問問

園
芸
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
処
理

事
業
補
助
金
の
対
象
と
事
業
内
容
は
。

答答

町
の
協
議
会
に
対
す
る
補
助
事

業
で
、
廃
棄
さ
れ
る
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ

ス
等
の
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
回
収
し
、

東
金
市
の
処
理
場
に
搬
入
、
処
分
を

行
う
も
の
で
す
。

問問

道
の
駅
保
田
小
の
楽
市
の
入
り

口
に
雨
よ
け
が
必
要
と
考
え
る
が
。

答答

指
定
管
理
者
と
協
議
し
、
意
見

令
和
６
年
度
の
当
初
予
算
は
、議
員
全
員
で
構
成
す
る
予
算
審
査
特
別
委
員
会
（
大
塚
昇
委
員
長
）を
設
置
し
、審
査
を
行
っ

た
。多
く
の
質
疑
が
な
さ
れ
、一
般
会
計
は
賛
成
多
数
、そ
の
他
の
予
算
は
全
員
賛
成
で
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。一
般
会

計
の
歳
入
歳
出
総
額
は
43
億
１
６
３
３
万
６
千
円
で
、前
年
度
比
0.4
％
、１
７
０
２
万
１
千
円
の
増
と
な
っ
た
。

新
年
度
で
予
定
し
て
い
る
主
な
事
業
は
、公
共
交
通
実
証
運
行
事
業
１
３
７
４
万
８
千
円
、学
童
保
育
管
理
運
営
事
業
３
２
９
１

万
５
千
円
、住
宅
取
得
奨
励
金
交
付
事
業
３
０
０
０
万
円
、中
学
校
ト
イ
レ
改
修
事
業
１
億
２
１
４
０
万
７
千
円
、中
央
公
民
館
ト

イ
レ
改
修
事
業
４
８
４
５
万
５
千
円
な
ど
。

【総
務
企
画
課
関
係
】

【地
域
振
興
課
関
係
】 

【税
務
住
民
課
関
係
】

【保
健
福
祉
課
関
係
】

【総
括
質
疑
】 
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３月１５日 第３回定例会閉会 

   及び議会改革等検討特別委員会 

３月１９日 安房広域議会定例会 

及び議会全員協議会 

３月２１日 環境衛生組合議会定例会 

３月２６日 議会広報特別委員会 

４月 ３日 議会広報特別委員会協議会 

２月１４日 議会運営委員会 

２月１９日 議員全員協議会 

２月２０日 第２回臨時会 

２月２７日 議会運営委員会 

３月 ５日 第３回定例会初日 

３月 ６日 第３回定例会２日目 

３月 ７日 第３回定例会３日目 

３月１１日 予算審査特別委員会 

          

                                

          

～～
編編
集集
後後
記記
～～

い
つ
も
議
会
だ
よ
り
を
ご
覧
い
た
だ

き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

令
和
元
年
台
風
１５
号
の
直
後
に
、
生

ま
れ
育
っ
た
鋸
南
に
帰
っ
て
参
り
ま
し

た
。多

く
の
方
々
の
ご
支
援
で
何
と
か
復

旧
が
終
わ
り
、
昨
年
、
ふ
る
さ
と
に
恩

返
し
の
つ
も
り
で
、
議
員
に
な
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
、
全
国
同
様
、
鋸
南
町
も
人
口

減
少
と
経
済
の
縮
小
に
苦
し
ん
で
い
ま

す
が
、
こ
こ
に
は
豊
か
で
美
し
い
自
然

が
あ
り
、
海
の
幸
・
山
の
幸
に
も
恵
ま

れ
、
都
心
部
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
１
時
間

半
と
い
う
好
立
地
に
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
な
ん
と
言
っ
て
も
住
ん
で

い
る
み
ん
な
の
顔
が
明
る
い
！

当
町
の
本
当
の
良
さ
に
触
れ
れ
ば
、

き
っ
と
誰
も
が
何
度
も
訪
れ
て
、
そ
し

て
住
ん
で
み
た
く
な
る
は
ず
で
す
。

数
々
の
歴
史
と
文
化
を
育
ん
で
き
た

こ
の
町
の
魅
力
を
、、
町
報
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と

共
に
、
議
会
だ
よ
り
を
活
用
し
、
こ
れ
か

ら
も
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
発
信
し

て
参
り
ま
す
。

（
中
村

基
）

議
会
の
日
誌

歯の定期健診に行こう！ 

認知症予防になり、健康年齢が伸びる！ 

歯の病を初期段階で治療 

義歯や自分の歯で１口３０回噛む！ 

保険料の軽減につながります！ 

～鋸南町議会は皆様の健康増進を応援しています！～


